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第 １ 章  総  則 

第１条  (目 的） 

この基準は、岐阜市下水道条例第9条第2号の規定により、排水設備工事の技術上の基

準及び手続を定め、適正な運営を図ることを目的とする。

[解説] 

 排水設備は、下水道法の目的を達成するため、宅地内の汚水を公共下水道に流入させ

排除すべき汚水を円滑かつ速やかに流下させるとともに、耐久・耐震性を有し、維持管

理が容易な構造でなければならない。 

この基準は、このような排水設備を確保するため、具体的に規定するとともに、排水

設備工事の手続を定め、排水設備工事の適正な運営を図ることを目的とする。 

なお、この基準に適合しない排水設備工事の施工により発生する諸問題については、

下水道排水設備指定工事店の違反行為に係る処分基準により、指定の取消し、停止等の

処分対象となるので、留意が必要である。 

1. 法令、条例及び規程等 

この基準に揚げる法令、条例及び規程等は次のとおりとする。 

・ 法とは、下水道法（昭和33年法律第79号）をいう。 

・ 政令とは、下水道法施行令（昭和34年政令第147号）をいう。 

・ 条例とは、岐阜市下水道条例（昭和36年条例第35号）をいう。 

・ 施行規程とは、岐阜市下水道条例施行規程（昭和36年岐阜市水道部管理規程第3号）

をいう。 

・ 指定工事店規程とは、岐阜市下水道排水設備指定工事店規程（平成10年岐阜市水道

部管理規程第4号）をいう。 

・ 施工基準とは、排水設備工事施工基準（本基準）をいう。             

＜法体系図＞ 

 下水道法      下水道法施行令      下水道法施行規則

 岐阜市下水道条例     岐阜市下水道条例施行規程 

 岐阜市下水道排水設備指定工事店規程 

排水設備工事施工基準 
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2. 適用の疑義

この基準の適用に疑義が生じた場合、岐阜市水道事業及び下水道事業管理者の指示

による。 

第２条  （排水設備の定義） 

排水設備とは、法第10条第1項に規定する「その土地の下水を公共下水道に流入させる

ために必要な排水管、排水渠その他の排水施設」をいう。 

[解説] 

排水設備は、法第10条第1項及び条例第2条第7号により定義されている。 

1. 用語の定義 

この施工基準に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。 

・ 管理者（下水道事業者）

岐阜市水道事業及び下水道事業管理者をいう。 

・ 指定工事店

指定工事店規程に基づき、管理者が指定する岐阜市下水道排水設備指定工事店をいう。 

・下水 

生活若しくは事業（耕作の事業を除く。）に起因し、若しくは付随する廃水（汚水） 

又は雨水をいう。 

 (ｱ)廃水（汚水） 

  人間の消費生活又は生産活動に伴って生じるすべての不要な水  

 (ｲ)雨水 

  単なる雨水の集まりのみならず、雪解け水、湧水等いわゆる自然水 

・下水道 

 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設（かんがい排水 

施設を除く）、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設（し尿浄化 

槽を除く）又は、これらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施 

設の総体をいう。 

・公共下水道 

主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理す 

る下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ汚

水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。 

・分流式 

 雨水と汚水とを別々の管で排除する方式をいう。（岐阜市の下水処理区域は、全て 

分流式） 
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・合流式 

 雨水と汚水を同一の管で排除する方式をいう。 

・ 取付ます（公設汚水ます）

道路取付管と排水設備の排水管を接続するますをいう。なお、柳津地域の一部にお

いては、市で管理している取付ますを公設汚水ますという。 

・ 宅地ます

排水設備の排水管を接続するますのうち、取付ます（公設汚水ます）以外のますを

いう。 

・ 道路取付管 

公共下水道から分岐して、取付ます（公設汚水ます）までに布設する管をいう。私

道においても公共下水道からの分岐は同様に道路取付管という。 

・ 取付管

支管による接続及びマンホールに接続する枝管の部分（道路取付管の一部）をいう。 

・ 宅内排水管

宅地内の下水を公共下水道に流入させるために宅地内に布設された管をいう。 

・ 器具排水管

衛生器具に付属又は内蔵するトラップに接続する排水管で、トラップから他の排水

管までの間の管をいう。 

 ・ 排水横枝管

器具排水管から排水を、排水立管又は排水横主管へ導く横管をいう。 

・ 排水横主管

排水横枝管及び排水立管からの排水をまとめて敷地排水管（屋外排水設備）へ導く

横管をいう。 

・ 排水立管

器具排水管や排水横枝管からの排水を排水横主管へ導く鉛直又は鉛直と45°以内の

角度で設ける管をいう。 

・ 使用者

排水設備の所有者、代理人、管理人及びそれを使用する者をいう。 

・ 義務者

公共下水道の排水区域内の建築物・土地の所有者、使用者又は占有者をいう。 



第 1 章 総則 

 - 4 -

第３条  （排水設備の種別） 

排水設備は、次の2種に区分する｡ 

1 専用排水設備        1戸又は1箇所で専用するものをいう。 

2 共用排水設備        2戸又は2箇所以上で共用するものをいう。

[解説] 

1. 排水設備の区分 

・ 専用排水設備 

1施設の使用で専用とした排水設備をいう。 

・ 共用排水設備 

2以上による施設の使用で共有とした排水設備をいう。 

2. 排水設備の管理 

公共下水道は、法第3条第1項により管理者が管理するものとし、排水設備は、条例

第19条第1項により、使用者が管理する。                 

ただし、条例第10条第1項により管理者がその必要を認めたときは、排水設備の施設

で義務者のなさなければならない部分を築造又は管理することができる。 

また、条例第19条第2項により、管理者がその必要を認めたときは、使用者が管理す

る排水設備について、管理者が修繕その他必要な処置をすることができる。

岐阜市の公共下水道と排水設備 

旧柳津町区域を除く区域



第 1 章 総則 

 - 5 -

※旧柳津町区域の市街化調整区域において、

平成22年2月17日付事業認可区域内、あるいは平成22年3月31日以前に設置された取付管、及び取

付ますは市街化区域の取扱いと同様に公共下水道とする。 

第４条  （排水設備工事の種類・施工区分） 

1 排水設備工事の種類は、新設、増設、改造、変更、撤去とする。 

2 工事の施工区分 

  排水設備工事は、道路取付管工事と宅地内工事に区分する。

[解説]  

1. 工事の種類及び施工種別 

排水設備工事の種類は、新設、増設、改造、変更及び撤去の5工種に分類されるが、

工事施工種別を、次のとおり区分する。 

1) 新  設   

・ 新規に排水設備を設ける工事 

・ 建物の新築・改築に伴って、既設の道路取付管を再使用し、建物内の排水設備（全

排水口）を撤去したうえで、新たに排水設備を設ける工事 

・ 既設の排水管から分岐して、新たに排水設備を設ける工事 

2) 増 設   

既設の排水設備において、既設部分の変更を伴わないで排水口を増やす工事 

3) 変 更 

・ 改 造  既設の排水設備の原形を変える工事で、排水管の口径、管種及び位置

などを変更する工事 

・ 変 更  既設の排水設備において部分的な修復及び位置などを変更する工事（施

行規程第9条に規定する排水設備の軽微な変更を除く） 

旧柳津町区域の市街化区域 旧柳津町区域の市街化調整区域
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条例第12条の規定により排水設備の工事の申込みをするときは、給水条例施行規程様

式第１号による工事申込書並びに施行承認申請書を管理者に提出しなければならない。

ただし、排水管に影響を及ぼさない洗面器、水洗便所のタンク及び便器の取り替え等の

軽微な工事については、この限りではない。            (施行規程第9条) 

4) 撤 去   

・ 既設の排水設備において、一部又は全部を除去及び切断する工事 

・ 排水設備を分岐箇所から取り除き廃止する工事  

2．工事の施工区分 

排水設備工事は、道路部分で公共下水道から分岐して、取付ます（公設汚水ます）

までに管を布設する道路取付管工事と、それ以外を宅地内工事とした施工区分とする。 

第５条  （排水設備の設置又は構造） 

排水設備の設置又は構造については、法第10条第3項で規定し、政令第8条で定める

排水設備の設置及び構造の技術上の基準による。 

[解説] 

1. 設置及び構造の基準 

排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、次のとおりとする。 

・ 排水設備は、条例で定めるところにより、公共下水道又は他の排水設備に接続させ

ること。 

排水設備で汚水を排除すべき排水設備にあっては、取付管又は他の施設で汚水を排除

すべきものに固着させ、雨水は、雨水を排除すべき排水設備により道路側溝又は溝渠、

水路、河川に放流するものとする。                     (条例第9条第1号) 

・ 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。 

・ 排水設備は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、 

漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。 

・ 排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。 

・ 汚水を排除すべき排水渠は、暗渠とすること。 

・ 暗渠である構造の部分の次に揚げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。 

(ｱ) もっぱら雨水を排除すべき管渠の始まる箇所。

(ｲ) 下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所。ただし、管渠の清掃に支障 

がないときは、この限りでない。 
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(ｳ) 管渠の長さがその内径又は内のり幅の百二十倍をこえない範囲内において管渠 

の清掃上適当な箇所。 

・ます又はマンホールには、蓋（汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、 

密閉することができる蓋）を設けること。 

・ますの底には、もっぱら雨水を排除すべきますにあっては、深さが十五センチメー

トル以上の泥だめを、その他のますにあっては、その接続する管渠の内径又は内の

り幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。 

・汚水を一時的に貯留する排水設備には、臭気の発散により生活環境の保全上支障が 

生じないようにするための措置が講ぜられていること。 

第６条  （排除方式） 

排除方式は、汚水と雨水を分離して排除する分流式としなければならない。ただし、管理

者が許可した場合であれば雨水を排水管に放流することができる。

[解説] 

排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除するものとする。ただし、管理者において

やむを得ないと認めたものに限り雨水を、汚水を排除すべき排水設備によって、汚水管

に放流することを許可することができる。                     (条例第 8条第 1項) 

         （雨水の公共下水道への放流許可については、施工基準第 22 条参照） 

 下水とは、下水道法第 2 条において、『生活若しくは事業（耕作の事業を除く。）

に起因し、若しくは附随する廃水（以下「汚水」という。）又は雨水をいう。』と規定し

ており、発生形態により生活若しくは事業に起因するものと、自然現象に起因して

いるものに分けられる。また、性状等で区分すると、し尿を含んだ排水、雑排水、工

場・事業排水、湧水及び降雨等に分類することができる。 

 この下水を汚水と雨水に区分し、例示すると、次のとおりとなる。 

1)汚 水  

・ 水洗便所からの排水 

・ 台所、風呂場、洗面所、洗濯場からの排水 

・ 屋外洗場等からの排水（周囲からの雨水の混入がないもの。） 
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・ 冷却水 

・ プール排水 

・ 地下構造物からの湧水 

・ 工場、事業場の生産活動により生じた排水 

・ その他雨水以外の排水 

上記汚水のうち、雨水と同等のものについては、管理者との協議により雨水と同

様の取扱いをする場合がある。 

2)雨 水  

・ 雨水  

・ 地下水（地表に流れ出てくる湧水） 

・ 雪どけ水 

・ その他の自然水 

 間接冷却水等の汚水（冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同等のもの）

も雨水管に流入させてもさしつかえない場合がある。その場合は、水質汚濁防止法

上の水質規制を受ける。 

（（社）日本下水道協会「下水道排水設備指針と解説」による） 

 給湯器等から排出されるドレン排水については、生活に起因する排水であること

から、下水道法第 2 条により「汚水」に分類され、汚水系統の排水設備に排出する

こととなる。しかし、排出量が微量であること及び水質を一定に保つ機構を装置内

に有しておることから、雨水と同様の取扱いとし、雨水系統の排出設備への排出を

認めている。 

 ドレン排水の排出先を雨水系統の排水設備に排出する場合、下記の留意事項

を踏まえ決めること。 

・雨水管等からの排出先である河川又は海域の環境基準など公共用水域への

影響がないこと。 

・側溝等宅地の地先に排出される場合などにおける周辺の生活環境への影響

がないこと。例として、側溝や側溝ますに滞留する水に起因する害虫発生等のリ

スクなど。 

「国土交通省（社）日本下水道協会共同「潜熱回収型ガス給湯器等のドレン排水

の取扱い」」による。（H24.3） 
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第７条  （排水方法） 

排水は原則として、自然流下方式とする。 

[解説] 

敷地又はます、排水器具等の開口が下水道管より低い場合は、下水道管から汚水が逆

流してくるので、排水槽を設置して機械排水によるものとする。又、地階のあるビル等

の排水は、地上階部の排水は自然流下とし、地階の排水は機械排水とする。 
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第 ２ 章  排水設備工事の手続 

第８条  （手 続） 

排水設備工事の申込みから完成までの手続は、申込者からの委託を受けた指定工事店

が行うものとする。

[解説] 

排水設備を新設、増設、改造、変更（管理者が別に定める軽微な変更を除く。）又は撤

去しようとする者は、管理者の定めるところによりあらかじめ管理者に申込み、その承

認を受けなければならない。                  (条例第12条第1項) 

排水設備の設計及び工事は、管理者又は管理者が指定した下水道排水設備指定工事店 

（以下「指定工事店」という。）が施行する。          (条例第13条第1項) 

前項の規定により、指定工事店が施行する設計及び工事は、あらかじめ管理者の設計 

審査を受け、かつ、工事完成後直ちに管理者の検査を受けなければならない。  

    （条例第13条第2項） 

排水設備工事の申込みから完成までの手続は、申込者が指定工事店に委託し、委託を

受けた指定工事店が当該工事の施行に必要な書類を作成し、管理者に提出することによ

り行う。 

本来、申込み等の手続は申込者が自ら行うものであるが、不慣れな申込者が行うより

も、これに熟知した指定工事店が行うことにより、手続きがスムーズかつ正確に実施さ

れることを目的とする。 

1. 手続の流れ 
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[解説]  

1. 事前協議の方法 

排水設備工事の事前協議は、次の方法による。 

1),2),3),4),7),9)に該当する場合は、関係部署と協議のうえ、所定の手続（届出）

により申込み等を行うこと。また、一般住宅、集合住宅、事務所等（日最大排水量が

50㎥未満）以外については、排水設備工事の申込み前に排水設備工事設計書を水質管

理課に持参し協議すること。 

5)に該当する場合は、岐阜市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱及び岐阜市直接

投入型ディスポーザー取扱要綱に基づき行う。 

6)に該当する場合は、岐阜市公共下水道の特別使用許可に関する取扱要綱に基づき行

う。 

8)に該当する場合は、市道掘削事前協議書を工事申込前に提出すること。 

 9)旧柳津町の一部地域。 

第１０条  （申込み） 

申込者は、施行規程第9条及び施行規程第11条の規定により、工事申込書及び施行承

認申請書（施行規程様式第1号。以下「申請書」という。）、排水設備工事設計書（施行規程

様式第2号。以下「設計書」という。）及びその他必要な書類を、あらかじめ管理者に提出し、

その承認及び設計審査等を受けなければならない。

[解説]  

施工基準第8条[解説]参照 

※(条例第12条第1項) 

※(条例第13条第1項) 

※(条例第13号第2項) 

第９条  （事前協議） 

排水設備工事の申込みに際し、次の事項に該当する場合は、事前協議をしなければなら

ない。 

1) 公共下水道の布設に伴う排水設備工事 

2) 公共下水道の排水能力に問題があると思われる排水設備工事 

3) サイホン式配管による排水設備工事

4) 雨水を、汚水を排除すべき排水設備に放流する排水設備工事

5) ディスポーザ設置による排水設備工事 

6) 特別使用許可による排水設備工事 

7) 特定施設、除害施設設置を伴う排水設備工事 

8) 道路掘削三年規制中に道路取付管施工に伴う排水設備工事 

9) 公設汚水ますの設置を伴う排水設備工事 
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1. 必要書類 

排水設備工事の申込み時に必要な書類は、下記のとおり。 

・ 工事申込書及び施行承認申請書（施行規程 様式第1号） 

・ 排水設備工事設計書（施行規程 様式第2号） 

・ 利害関係人等の同意書 

・ 代理人又は管理人選定届（施行規程 様式第4号） 

・ 排水設備工事設計書の写し 

・ 公道及び河川敷等の許可申請書 

・ 岐阜市下水道台帳の写し（道路取付管工事又は閉止工事等） 

・ 既設状況図面（以前に施工したときの排水設備工事設計書の写し） 

・ 建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証（又は申請受理書）の写し 

・ 浄化槽及び汲み取り便所の最終汲み取り通知書 

・ 公共下水道の特別使用許可書の写し（公共下水道の処理区域外の場合） 

・ 雨水放流許可書の写し（公共下水道に雨水を放流する場合） 

・ その他管理者が提出を求めたもの 

なお、給水装置工事を伴う場合は、別に定めた給水装置工事施行基準に基づき、排

水設備工事と合わせて申込み及び申請し、その審査等を受けるものとする。 

第１１条  （審 査） 

管理者は、前条の規定により、提出された申請書及び設計書等を審査し、その結果を通

知する。

 [解説]  

施工基準第8条[解説]参照                  ※(条例第13条第2項) 

所定の申請書等の提出があったときは、管理者において審査し、その結果を指定工事

店が申込者に通知する。 
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 [解説]  

占用・掘削、道路通行制限等に必要な許可申請等は、管理者を経由し各所管管理者に

申請又は提出し許可を受ける。ただし、道路使用許可申請については施工者（指定工事

店）が行う。 

各所管管理者の定める許可申請書等を、管理者に提出するように定めているが、所管

管理者によっては施工者において直接提出しなければならない場合がある。 

1. 事務の流れ及び申請書類等 

許可申請等の事務の流れは図12-1、申請書類等は表12－1のとおり。 

図 12-1 

（コミュニティバス運行ルートの確認）

（埋蔵文化財の確認）

（埋設物の確認（ガス、電気、ＮＴＴ））

（道路舗装の種別・施工年度の確認）

　道路通行制限申請（通行止等の交通規制が伴う工事）

道路使用許可 所轄警察署

指定工事店 岐阜市交通政策課

岐阜市文化財保護課

都市ガス営業所
中部電力営業所
所轄電話局

道路管理者

上下水道事業部

道路掘削占用許可※

河川管理者 道路管理者 ※同時に所轄消防署及び所轄電話局にも工事通知

第１２条  （工事施工時の許可申請等） 

1 工事を施工しようとする者は、各所管管理者の定める許可申請書等を作成し、管理者に

提出しなければならない。提出された許可申請書等は、管理者において確認後、各所管

管理者に申請し許可を受けるものとする。 

2 申込者又は指定工事店は、管理者が許可申請に必要な書類の提出を求めた場合、 速

やかに提出しなければならない。 

3 指定工事店は、許可書等を確認後、各所管管理者の許可条件及び関係法令等を遵守

し施工しなければならない。 

4 前項の工事が完成したときは、速やかに各所管管理者の定める完了届等を作成し、管

理者に提出しなければならない。提出された完了届等は、管理者において確認後、各所

管管理者に提出するものとする。 

5 指定工事店は、工事を施工しようとするときは、事前に埋設物の確認調査を行い、各埋

設物管理者と協議しその指示に従わなければならない。
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表１２－１

申請窓口 許可受領窓口 申請書類等
部数

（組合復旧）
適用

（組合復旧）

岐阜市土木管理課 道路占用・掘削申請 ６（７） 副１を含む

市道掘削事前協議書
承諾書・掘削願書

２
舗装完成後３年
未満の道路

完了届 １

道路通行制限申請書 ６

道路使用許可申請書 ２

道路占用・掘削申請・協議書 ４（５）

完了届 ２
着工前からの写
真が必要

道路通行制限申請書 ９

道路使用許可申請書 ２

道路占用申請・協議書 ３ 上･下別申請

完了届 １

道路使用許可申請書 ２

道路占用・掘削申請書 ５（６）
副１
工事原簿１

完了届 １

事前協議書 ３
区画整理組合が
必要とした場合

私道を掘削する場合
上下水道事業部

営業課
道路占用・掘削申請書 1（２）

法定外公共物敷地占（使）
用・工作物新築等許可申請書

３

完了届 １
埋設深さが分か
ること

河川区域内の占用許可申請書 ３
第２４・２６条
申請

河川保全区域内の許可申請書 ３ 第５５条申請

普通河川敷地占（使）用・工
作物新築許可申請書

３

完了届 １

工作物新築許可申請書 ４

作業届出書 ２
河川管理者が認
めた場合

完了届 １

水路敷占用承認申請書 ３

完了届 １

県が管理する道路を
掘削する場合

上下水道事業部
営業課

岐阜県土木事務所
施設管理課

所轄警察署

市が管理する道路を
掘削する場合

上下水道事業部
営業課

岐阜市道路維持課

岐阜市土木管理課

所轄警察署

国が管理する道路を
掘削する場合

上下水道事業部
営業課

国土交通省
中部地方整備局

岐阜国道維持出張所

所轄警察署

区画整理が管理する
道路を掘削する場合

上下水道事業部
営業課

区画整理組合

用水路敷で掘削する
場合

上下水道事業部
営業課

各用水
土地改良区

河川敷及び保全区域
で掘削する場合

上下水道事業部
営業課

岐阜市土木管理課

岐阜県土木事務所
施設管理課

区画整理組合

国土交通省木曽川
上流河川事務所

長良川第一出張所
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第１３条  （公道、私道及び取付ますの施工） 

1 指定工事店は、公道及び私道において施工しようとする道路取付管及び 

取付ますの設置工事がある場合は、事前に必要書類を整え、その旨を管理者に届け出な

ければならない。 

2 指定工事店は、前項の届出により施工した場合は、速やかに工事工程写真等を管理者 

に提出しなければならない。

[解説] 

1. 工事施工日の申込み 

指定工事店は、当該工事を施工するときは、施工予定日の3日前までに申請書、設計

書、所管管理者の許可書（道路使用許可、道路通行制限に係る回答等の写し）及びそ

の他必要書類を整え、施工日を申し込まなければならない。 

2. 工事工程写真等の提出及び撮影方法 

指定工事店は、道路取付管工事及び取付ます設置工事が完了したときは、施工後7日

以内に工事写真を管理者に提出しなければならない。写真撮影は、次の事項に注意す

ること。 

・ 基準線を決め、深さ、幅寸法が明確になるようにスタッフ等をあてる。 

・ 着工前、完了後の写真撮影は、黒板等を入れ同一地点、同一方向とする。 

・ 各工種の作業写真には、作業ごとに必要に応じて次の事項を明記した黒板等を入 

れて撮影すること。 

(ｱ) 施工年月日             (ｲ) 施主の氏名  

(ｳ) 道路占用･掘削許可番号        (ｴ) 本管口径・管種 

(ｵ) 道路取付管            (ｶ) 施工工事業者名  

3. 舗装本復旧の方法 

舗装本復旧が自社施工の場合は、仮復旧終了後 7日以内に管理者が定める「舗装復旧

計画書」(施工基準 様式第 1号)を提出し、本復旧工事を 1ヶ月から 6ヶ月までの間に

完了させ、速やかに舗装完了届(施工基準 様式第 2号)を管理者に提出すること。 
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第１４条  （変更又は中止） 

1 申込者は、設計等を変更しようとするときは、遅滞なく管理者に申し出なければならない。

2 申込者は、工事の施行を中止するときは、遅滞なく管理者に工事申込書及び施行承認

申請書取下届（施工基準 様式第3号）を提出しなければならない。 

3 申込者は、第1項の変更又は第2項の中止をするときは、前2項の規定するもののほか、

申込みにおいて提出した許可申請書等の変更又は取下げ等の手続きを行わなくてはなら

ない。

[解説]  

排水設備の工事の申込者は、設計等を変更しようとするとき又は工事の施行を中止 

するときは、遅滞なく、管理者に申し出なければならない。    (施行規程第10条) 

1. 変更又は中止時の再審査 

申請書及び設計書を変更又は中止するときは、変更の申請書、設計書等の再審査を受

けるものとする。 

2. 変更申請又は取下届 

申込者は工事の変更又は中止する場合においては、各所管管理者が定める変更許可申

請書又は取下届＊を管理者に提出しなければならない。提出する変更許可申請書又は取

下届は管理者において確認後、各所管管理者に提出する。 

＊岐阜市道路管理者指定様式は、関係提出書類を参照。
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 [解説]   

1. 検査の方法及び目的 

・ 指定工事店は、排水設備工事が完成したときは、別に定める排水工事自社完成検査

(施工基準 様式第 4 号)の検査事項に基づき適正に自社完成検査を実施する。その

結果を排水設備工事完成届とともに管理者に提出し、管理者の工事検査を受けるも

のとする。  

・ 自社完成検査は、工事完成後の排水設備が規程及び基準等に適合していることの確

認のほか、申込者との工事契約の内容の最終確認として行うものである。 

自社完成検査の項目は、必要最小限のものであるので、他の項目についても必要に

応じて検査を実施すること。 

・ 自社完成検査は原則、責任技術者が実施するが、やむを得ない場合は責任技術者の

指示により現場の工事責任者が実施することができる。 

責任技術者は、工事施工途中においても、排水管の埋設・不可視箇所等必要な箇所

の現地検査をその都度実施しなければならない。また、施工した排水設備工事に係る

記録（工事写真等）を整備し 3年間保存すること。 

・ 管理者が行う工事検査は、指定工事店が実施した自社完成検査の結果に基づき維持

管理の適正化を図るため安全性を確保することを主目的として必要な範囲に限って

現場検査を行うことにより完成確認を行う。なお、検査員が不適当と認めて手直し

等を命じたときは、指定工事店は指定期日までにこれを行い、再検査を受けなけれ

ばならない。 

・ 管理者が行う工事検査は、下水道の維持管理の適正化を図るためのものであり、指

定工事店と工事申込者との工事契約内容を検査するものではない。 

第１５条  （完 成） 

1 申込者は、排水設備工事が完成したときは、施行規程第11条第2項の規定により排水設

備工事完成届（施行規程 様式第3号）を管理者に提出し、条例第13条第2項の規定による

検査を受けなければならない。 

2 指定工事店は、排水設備工事が完成したときは、速やかに自社内における適正な完成

検査を実施し、その結果を排水設備工事完成届にその他必要書類を添付し、管理者に提

出しなければならない。 

3 第2項の完成検査は原則、当該排水設備工事を担当した責任技術者が実施するものと

する。 

4 管理者は、第 2項の完成検査の結果に基づき、必要な範囲に限って現場検査を行い完

成確認を行うものとする。検査の結果、不適当な事項がある場合は直ちに改善し、再度検

査を実施しなければならない。 
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第１６条  （引渡し） 

1 指定工事店等は、完成した排水設備の引渡しに際し、義務者及び使用者に設備の使用

方法及び維持管理上の義務について、十分理解が得られるよう説明しなければならない。 

2 指定工事店は、排水設備の引渡し後、義務者及び使用者からの当該工事の契約に基づ

く瑕疵に係る修繕の請求については、迅速、かつ、誠実に応じなければならない。

[解説] 
1. 義務者等への説明及び重視事項 

完成した排水設備の引渡し時における義務者等への説明及び重視事項は、次の各号

による。

・ 排水設備の使用方法及び修繕工事等の依頼先などについて、説明すること。

・ 排水設備の管理区分や維持管理の義務、その他必要なことを説明及び指導するこ 

と。

2. 当該工事による瑕疵責任 

排水設備工事は、工事毎に施工方法が異なり、また、設備の大部分が地中または壁

中に埋設されているため、引渡し時に義務者及び使用者が、全ての設備について瑕疵

が無いことを確認することは非常に困難である。従って、施工責任に係る瑕疵または

その瑕疵による損害が発生した場合は、迅速、かつ、誠実に対応すること。 

  なお、工事に起因して発生した損害賠償等は、指定工事店で解決すること。 
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第 ３ 章  排水設備工事の設計 

第１７条  （基本事項） 

1 排水設備は、日常生活において生じる下水を円滑に公共下水道等へ排除する設備であ

り、その構造及び材質等は、排水設備がその機能を完全に果たすことができるものでなけ

ればならない。 

2 設計は、関係法令等に定められている技術上の基準に従い、耐震性、施工、維持管理及

び経済性を十分に考慮し、適切な排水機能を備えた設計とする。 

[解説] 

責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従 

い、排水設備工事の設計及び施行（管理を含む）に当たらなければならない。 

(指定工事店規程第11条第6項) 

   工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施行してはならない。 

(指定工事店規程第12条第2項第5号) 

1. 設計の基本 

・ 当該排水設備が公共下水道の施設又は他の排水設備に接続されていること。 

・ 排水管、衛生器具及びます等は耐水性を有し、堅固なもので、漏水のおそれがなく

下水を支障なく流下させることができるものであること。 

・ 悪臭及び害虫等が侵入しないものであること。 

・ 排水管の排水を円滑にし、トラップの封水を保護するための通気装置が施されてい

ること。 

・ 公共下水道等に著しい影響を及ぼさないものであること。 

・ 汚水と雨水とを分離して排除する構造とし排水管系統を明確に区別すること。 

・ 工事費が適正であり、美観を損なわせず使用上便益であること。 

・ 将来とも維持管理に支障がないこと。 

・ その他、公共下水道の施設の機能を妨げ又は施設を損傷するおそれのないよう必要

な措置がなされていること。 

2. 設計の範囲 

・ 汚水を排除する排水設備にあっては、汚水流入口より公共下水道又は他の排水設備

に接続するまでとする。 

・ 雨水を排除する排水設備にあっては、雨水流入口より道路側溝又は水路・河川その

他の雨水を排除する排水施設に接続するまでとする。 
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第１８条  （事前調査） 

排水設備工事の設計にあたっては、現場状況を確実に把握するため必要な調査を行

い、適正かつ正確に設計しなければならない。

[解説] 

排水設備工事は、現場ごとの状況が異なり、適正な排水設備を構築するため、また工

事を円滑に行うため、現場状況を十分調査し把握する必要がある。 

1. 調査項目 

1) 区域の告示に関する調査 

供用を開始した区域であるかどうかを確かめると共に、その区域が排水区域及び処

理区域であるか調査する。 

なお、柳津地区で供用開始した区域の中には、道路取付管から公設汚水ますまでが

公共下水道である区域があるため、新たに設置が必要な場合は、事前に管理者と協議

をして区域の確認を行う。 

2) 取付けしようとする排水施設の調査 

道路取付管を取付ける公共下水道の位置、大きさ、深さ、取付管が出してある場合

は、その位置、深さや、大きさを下水台帳で確認した後、現地で調査して取付け位置

を確認し、雨水の排除先等については、取付け位置を確認する。 

3) 既設の排水設備及び他の埋設物の調査 

既設排水設備の位置、勾配、深さ、大きさ、ます、状態及び他の埋設物について調

査する。 

4) 申込者、使用者、建物の所有者、土地所有者の関係についての調査 

排水設備の設置義務者は、建物の所有者、若しくは土地の所有者であり、水洗便所

の設置義務者は建物の所有者であるので、申込者が所有者でない場合はあらかじめ所

有者に承諾を得なければならない。また、他人の土地や排水設備を使用しなければ下

水を公共下水道に流入させることが困難な場合においても同様であるのでよく調査

して後日紛争のないよう配慮する。  

5) 事業場からの排水に関する調査 

  事業場からの排水の水質について、条例で定める基準に適合しない場合、排水を処

理する施設として除害施設が必要となるため、水質について事前に調査をする。また、

事業場が水質汚濁防止法施行令別表第１及びダイオキシン類対策特別措置法施行令

別表第２に該当する施設を設置する事業場であるか事前に調査する。施工基準第20

条[解説]参照 

6) 掘削規制についての調査 

  市道において、舗装工事完成後、三年間は道路掘削が規制されており、事前協議が

必要になるため事前の調査をする。 
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7)既設取付管に関する調査 

既設取付管を継続利用する場合、十分な調査を行い、必要に応じて更新・修理の措

置を講ずること。 

調査項目と内容 

調 査 項 目 調   査   内   容 

1 公共下水道供用開始区域 該当処理区の調査 

2 公共下水道の布設状況 公共下水道の位置・管径・深さ等必要な関係事項 

3 関係ある既設排水設備 
所有者、使用者、布設年度、形態（専用・共用）、口径、 

管種、布設位置、使用排水量等 

4 工事申込者等 工事申込者、使用者及び共用使用者等 

5 他の地下埋設物 種類（上水道、ガス、電気、ＮＴＴ等） 

6 道路使用条件 
道路の幅員、舗装種別及び交通規制等（路線バス、工場、倉

庫等への大型車の出入り）等 

7

道路、河川、水路及び河川

保全区域等の申請に関す

ること 

種類（市・県・国道等）、幅員、舗装種別、舗装年次、河川保

全区域 

8 工事による公害対策等 排出・騒音規制、産業廃棄物の処理方法 

9
工事に関する同意、承諾の

取得確認 

他人の排水設備への取付け又は他人の所有地に布設する場合

その土地・建物の所有者等 

10 排水条件 排水人口、汚水量、用途等 

11 建築確認等 建築設備図と関係図面 

12 雨水排除の現況 既設雨水排水設備の位置・管径・深さ等必要な関係事項 

※（注）調査に伴い排水設備工事等関係図書の閲覧にあたっては、閲覧目的を明確にするとともに、個人

情報（特定の個人が識別できる住所及び氏名などのほか家屋の間取り等、利害関係事項）保護の理念を尊

重し慎重に行うこと。
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［解説］ 

施工基準第8条[解説]参照                               ※ (条例第13条第2項) 

排水設備の工事の申込者は、条例第13条第1項の規定により下水道排水設備指定工事

店に施行させるときは、工事着手前に第11号様式による排水設備設計書を管理者に提出

し、設計審査を受けなければならない。                   (施行規程第11条第1項) 

1. 作図 

設計書は、位置図、平面図、必要に応じて、詳細図、縦断面図、構造図、立面図を作

成し、各図に記入するものは、次の各号による。 

1) 位置図 

施工場所及び目標となる附近のもの 

2) 平面図 

・ 縮尺は、200分の1を標準とする。 

大規模なもので図面の明確さがそこなわれる場合は、適当な縮尺を用いる。 

・ 方位を記入し、原則として上方を北として描くこと。 

・ 土地の境界、隣接する道路及び民有地並びに近接する土地、建物の所有者あるい

は居住者の氏名等。 

・ 建物の大きさ、間取り等。 

・ 道路の種類及び幅員、歩車道の区分、側溝及び水路等。 

・ 公共下水道の下水道台帳のページ番号、埋設年次、位置、管径及び管種等。 

・ 取付管又は支管接合の深さ、距離（下流マンホールから）。  

・ 既設排水設備及び給水装置（管径、管種等）。 

・ 新設排水設備(管径、管種等）。 

・ その他工事に必要な事項。 

3) 詳細図 

平面図のみでは不明瞭な場合及びグリース阻集器等を設置した場合は、その部分を

第１９条  （設計書の作成） 

1 指定工事店が排水設備の工事を施行しようとするときは、工事着手前に申請書に設計

書を添付して提出し、設計審査を受けなければならない。設計審査の結果、設計内容や

記載事項に不備がある場合は、指示に従い速やかに設計内容の変更又は記載事項の

訂正をしなければならない。 

2 設計書は、位置図、平面図、必要に応じて詳細図等を正確かつ簡潔明瞭に記載すると

ともに設備の概要等必要事項を必ず記入しなければならない。 

3 撤去、変更及び増設工事は、原則全ての既設排水設備を記載しなければならない。 

4 前2項に定めるもののほか、設計書は管理者が定めた方法により作成しなければなら

ない。 
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拡大し明記する。 

4) 縦断面図 

・ 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は20分の1を原則とする。 

・ 管渠の管種、口径、勾配、地盤高並びに管底高を記載する。 

・ 地盤が平坦で簡易なものは省略することができる。  

5) 構造図 

構造図は、条例第6条の2、同条第6条の3に定める除害施設及びその他の排水設備に

あっては必要に応じ、排水設備の全部又は一部について作図するものとし、その構造

を明記する。 

6) 立面図 

平面図で判明できる簡易なものは、省略することができる。 

2. 表示記号等 

 設計図面に表示する記号は、表19－1(排水設備の表示、排水設備以外の表示、設計

図記載数位、設計図記載方法) によること。 

なお、給水装置については、給水装置工事施行基準による。 
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表19－1 排水設備の表示 

※（注）柳津区域の公設汚水ますは黒色で標記する。 
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衛生器具の表示 

排水設備以外の表示 

名    称 記  号 名    称 記  号 

隣 接 家 屋 井 戸 

敷 地 境 界 空 地 

コンクリートブロック 

石 塀 
田 畑 

さ く 河 川 及 び 橋 

道 路 及 び 側 溝 築 堤 

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 床 Ｊ Ｒ 軌 道 

階 段 私 鉄 軌 道 

庭 木 既 設 給 水 装 置  茶 色 

石 垣 新 設 給 水 装 置  緑 色 

設計図記載数位 

種  別 単 位 小数位 種  別 単 位 小数位

線 路 延 長 ｍ 2 地 盤 高 ｍ 2 

マ ン ホ ー ル ・ ま す ㎜ 0 管 底 高 ｍ 3 

管 渠 の 形 状 ㎜ 0 構 造 図 ㎜ 0 

土 被 り ｍ 2 道 路 幅 員 ｍ 2 

氏 名

又は
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設計図記載方法 

種別 記号内容 記載例 

平

面

図

排 水 管 

内径(単位:㎜) 

管種 

勾配 

線路延長(単位:ｍ) 

枝 管 

(例えば、

器具排水

管) 

内径(単位:㎜) 

管種 

線路延長(単位:ｍ) 

汚 水 ます

ます番号 

内径(単位:㎜) 

深さ(単位:㎜) 

雨 水 ます

ます番号 

内径(単位:㎜) 

深さ(単位:㎜) 

泥だめ深さ(単位:㎜)

縦

断

面

図

排 水 管 

管径(単位:㎜) 

勾配 

線路延長(単位:ｍ) 

汚 水 ます

ます番号 

内径(単位:㎜) 

深さ(単位:㎜) 

雨 水 ます

ます番号 

内径(単位:㎜) 

深さ(単位:㎜) 

泥だめ深さ(単位:㎜)
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3. 汚水排水 

1) 排水管 

・ 排水管は、暗渠とする。 

・ 排水管には、陶管、鉄筋コンクリート管、硬質塩化ビニル管を用いる。いずれも

耐久性の不透質材料で、漏水が生じないようにする。また、原則排水管は硬質塩化

ビニル管(ＶＵ)を使用し管の継手類は内面に段差ができないＶＵ継手を標準とす

る。ただし、道路取付管の継手類は上流側受口継手を使用すること。 

・ ビニル管の規格は、表 19－2 のとおり日本産業規格(JIS K 6741)硬質塩化ビニル

管(ＶＵ)とする。 

  管継手は、排水管用継手でゴム継手、接着継手とし二次成形品、射出成形品によ

り製作されたものとする。 

表 19－2    JIS K 6741 VU 管規格寸法表 

・ 配管計画は、建築物の用途・構造、排水管の施工・維持保守管理等に留意し、排

水系統、配管経路及び配管スペースを考慮して定める。 

・ 原則、埋設深さ（土被り）は、公道内では 90cm 以上、宅地内では 30cm 以上（現

況及び将来において荷重がかからないところは 20cm 以上）、私道内では 60cm 以上

を原則とする。 

2) 排水管の大きさと勾配 

(1) 排水人口による排水管の大きさ 

排水管の大きさは表19－3による。ただし、一部の汚水を排除するための枝管で、

延長 3ｍ未満のものは管径 75 ㎜を用いてもよい。  

表 19―3 排水人口による排水管の大きさ 

人 口(人) 150 未満 300 未満 600 未満 600 以上 

管 径(㎜) 100 以上 150 以上 200 以上 250 以上 

※道路取付管は管径 125 以上とする 

呼び径 

   mm

外 径 

    mm 

厚 さ 

mm 

長 さ 

     mm 

参   考 

内径 mm 重量 Kg／m

100 114 3.1 4.0 107.0 1.737 

125 140 4.1 4.0 131.0 2.739 

150 165 5.1 4.0 154.0 3.941 

200 216 6.5 4.0 202.0 6.572 
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(2) 排水量の特に多い箇所の管の大きさ 

排水量の特に多い箇所は表 19－4による。 

表 19―4 排水量による排水管の大きさ 

1 日排水量(㎥) 1,000 未満 2,000 未満 4,000 未満 6,000 未満 6,000 以上 

管  径 (㎜ ) 150 以上 200 以上 250 以上 300 以上
左記の率で管径

又は本数を増加

(3) 管径及び勾配 

管径及び勾配は、排水を円滑かつ速やかに流下するよう表 19－5 を参考に定め

る。ただし、器具吐水口の口径によっては、この限りではない。 

表 19－5 排水管の内径及び勾配（参 考） 

※(注)地勢その他の関係上、前記の勾配により難いときは、必要に応じてその起点に掃除口を設け

るものとする。 

① 排水管の管径 

・ 衛生器具の器具トラップの口径は表 19－6のとおりとする。器具排水管の管

径は、器具トラップの口径以上でかつ 30mm 以上とする。 

・ 排水管は、立管、横管いずれの場合も、排水の流下方向の管径を縮小しない。 

・ 排水横枝管の管径は、これに接続する衛生器具のトラップの最大口径以上と

する。 

・ 排水立管の管径は、これに接続する排水横枝管の最大管径以上とする。又、

立管の上部を細く、下部を太くするようないわゆる「たけのこ配管」にしない。

その理由は、排水立て管内の約 2/3 のスペースは空気のためのものであり、通

気管としての役割も兼ねているためである。排水負荷は、立管の上部より下部

に向かって大きくなるが、通気の負荷はこの逆となる。 

・ 地中又は地階の床下に埋設する排水管は、50mm 以上が望ましい。 

使  用  区  分 排水管の内径 布設勾配 

小便器、手洗い、洗面器取付管 50 ㎜ 1/50 以上 

流し場、浴室、洗濯場取付管 

流し場（ディスポーザー） 
75 ㎜ 

1/75 以上 

1/50 以上 

大便器取付管とます相互を連絡する排水管 100 ㎜ 1/100 以上 



第３章 総則 

 - 29 -

表 19－6  トラップの最小口径（SHASE-S 206-2009 給排水衛生設備規準・同解説より） 

器 具 
トラップの最小口径

[㎜] 
器 具 

トラップの最小口径

[㎜] 

大便器※a 75 浴槽（洋風） 40 

小便器（小形）※a 40 ビデ 30 

小便器（大形）※a 50 調理流し 40 

洗面器（小・大形） 30 掃除流し 65 

手洗器 25 洗濯流し 40 

手術用手洗器 30 連合流し 40 

洗髪器 30 汚物流し※a 75 

水飲器 30 実験流し 40 

浴槽（和風）※b 30 ディスポーザ 30 

※a   トラップの最小口径は、最小排水接続管径を示したものである。 

※b  住宅用のもの。 

参考：節水型大便器のトラップ口径が 75㎜で、同口径で排水管を接続する場合には、宅

地内での汚物のつまり等が生じることのないよう、浴槽の排水先を大便器の排水先より

も上流側に設けるなど、配管経路を考慮して設計すること。 

② 排水管の勾配 

汚物が管内に停滞することがないように、清掃作業が働くためには、適当な流

速が必要である。また、流速は勾配によって支配される。排水管は、凹凸がなく、

かつ適切な勾配で配管し、原則として次の規定によるものとする。  

・ 管径 50mm までは 1/50、100mm までは 1/100、200mm までは 1/200 の勾配を標

準とする。 

・ 建物排水横主管及び敷地下水管が上記の勾配をとれない状態の場合は、算出

流速が 0.6m/s～1.5m/s(＊)ならば、上記規定勾配でなくてもよい。 

＊「マニング式による流速・流量表（硬質塩化ビニル管・満管流量時）」を参照。
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＜参考＞ マニング式による流速・流量表（硬質塩化ビニル管・満管流量時） 
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③ 管口径の算定方法 

管径の決定方法には定常流法と器具排水管負荷単位法による方法がある。これ

らの方法によって管径を求め前記①の基本則を満足していることを確認して管

径を定める。 

＜参考＞ 器具排水負荷単位法による管口径の算定方法 

 器具排水負荷単位法とは、器具排水による負荷の大きさを示す器具排水負荷単位数と

器具の同時使用率から排水負荷を求め、排水管の許容流量から管径を決定する方法であ

る。 

 なお、他にも定常流量法による排水管径の決定方法もあり、詳しくは、社団法人 空気

調和・衛生工学会出版の「SHASE-S 206-2009 給排水衛生設備規準・同解説」を参照とす

ること。 

 器具排水負荷単位法による排水管径の決定手順は、次による。 

1) 各衛生器具の器具排水負荷単位数を表 19－7 より求める。 

2) 区間ごとに器具排水負荷単位数を累計する。 

3) 累計した器具排水負荷単位数により、排水横枝管及び排水立て管の管径は表 19

－8 から、排水横主管の管径は表 19－9から求める。 

4) 求めた管径が、［（3）管径及び勾配 ① 排水管の管径」の基準に適合している

か確認する。 

劇場、デパート、学校などで同時使用率の大きいときには表 19－7 で求めた合計器具

排水負荷単位を 1.5～2.0 倍するとよい。 

すべての器具の排水負荷単位を表 19－7で求めることはできない。 

新式の衛生器具あるいは特殊な器具は、器具排水管若しくはトラップの口径から器具排

水負荷単位をとるとよい。 
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表 19－7 各種衛生器具などの器具排水負荷単位数（SHASE-S 206-2009 給排水衛生設備規準・同解説より） 

器 具 名 

トラップ

の最小口

径  [㎜]

器具排

水負荷

単位数

器 具 名 

トラップ

の最小口

径  [㎜]

器具排

水負荷

単位数

大便器（私室用） 

   （公衆用） 

小便器（壁掛小形） 

   （ストール大形） 

洗面器 

洗面器（並列式） 

手洗器 

手術用洗面器 

洗髪器 

水飲み器又は冷水器 

歯科用ユニット、歯科用洗面器

浴槽（住宅用） 

  （洋風） 

囲いシャワー 

連立シャワー（ヘッド 1 個当た

り） 

ビデ 

掃除流し（台形トラップ付き）

洗濯流し 

掃除・雑用流し（Pトラップ付き）

洗濯機（住宅用） 

   （営業用） 

連合流し 

連合流し（ディスポーザ付き）

汚物流し 

実験流し 

手術用流し 

75＊ 

75＊ 

40＊ 

50＊ 

30(32)＊

40＊ 

25＊ 

30＊ 

30＊ 

30＊ 

30 

30＊、40

40＊、50

50 

30＊ 

65＊ 

75 

40 

40～50 

50 

50 

40＊ 

40 

75 

40＊ 

40 

4 

6、8b）

4 

4、5b）

1 

2 

0.5 

2 

2 

0.5 

1 

2 

3 

2 

3 

1 

2.5 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

4 

6 

1.5 

3 

調理用（住宅用） 

流し（住宅用ディスポーザ付き）

  （住宅用ディスポーザ付き 

   かつ食器洗浄機付き） 

  （パントリー、皿洗用） 

  （湯沸し場用） 

  （バーシンク私室用） 

  （バーシンク公衆用） 

食器洗浄機（住宅用） 

ディスポーザ（営業用） 

      （営業用）C)

床排水 

標準器具以外のもの 

1組の浴室器具（洗浄タンク付き、

大便器、洗面器、浴槽） 

1 組の浴室器具（洗浄弁付き大便

器、洗面器、浴槽） 

排水ポンプ・エゼクタ吐出し量

3.6L／min ごと 

40＊ 

40 

40 

40～50 

40～50 

40 

40 

40 

50 

1.8L／min

ごと 

40 

50 

75 

30 

40 

50 

65 

75 

100 

2 

2 

3 

4 

3 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

8 

2 

注a)  ＊印は、SHASE-S 206 に規定した。 

注b)  使用頻度が高い場合に用いる。 

注c)  連続使用に用いる。 
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表 19－8排水横枝管及び排水立て管の許容最大器具排水負荷単位数

（SHASE-S 206-2009 給排水衛生設備規準・同解説より） 

管径[A] 

受持ちうる許容最大器具排水負荷単位数 

排水横枝管 a)
3 階建又はブランチ間

隔 3を有する 1立て管

3階建を超える場合 

1 立て管に対する合計 1階分又は 1ブラン間隔の合計 

30 

40 

50 

65 

75 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

1 

3 

6 

12 

20 

160 

360 

620 

1400 

2500 

2900 

2 

4 

10 

20 

30 

240 

540 

960 

2200 

3800 

6000 

2 

8 

24 

42 

60 

500 

1100 

1900 

3600 

5600 

8400 

1 

2 

6 

9 

16 

90 

200 

350 

600 

1000 

1500 

注記 1  伸頂通気方式、特殊継手排水システムには適用できない。 

注記 2  National Plumbing Code を基に作成したものであるが、その後の米国規格を参考にして一部変更した。 

注a)     排水横主管の枝管は含まない。 

表 19－9排水横枝管及び敷地排水管の許容最大器具排水負荷単位数 

（SHASE-S 206-2009 給排水衛生設備規準・同解説より） 

管径[A] 

排水横主管及び敷地排水管に接続可能な許容最大器具排水負荷単位数 

こ う 配 

1／200 1／100 1／50 1／25 

50 

65 

75 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

1400 

2500 

2900 

20 

180 

390 

700 

1600 

2900 

4600 

21 

24 

27 

216 

480 

840 

1920 

3500 

5600 

26 

31 

36 

250 

575 

1000 

2300 

4200 

6700 

注記 1  伸頂通気方式、特殊継手排水システムには適用できない。

注記 2 National Plumbing Code を基に作成したものであるが、その後の米国規格などを参考にして一部変更した。
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3) 伸縮継手 

管の伸縮、その他変形により管に損傷が生じる恐れがある場合は伸縮継手を設け、

また地盤の沈下、地震の変異に対して可撓継手、伸縮可撓継手を設けるなどして損傷

防止のための処置を講じること。 

4. 汚水ます 

取付ます及び宅地ますからなる汚水ますは、流入管を取りまとめて円滑に下流管に誘

導し、排水管の点検・掃除等が容易に行えることを目的とする。二重蓋の場合は特に開

閉が容易に行える構造とすること。 

1) 汚水ますの設置箇所 

汚水ますは原則として宅地内に設け、次の地点に設置する。 

(1) 取付ます 

公私境界（施行年度が確認できる道路拡幅計画等がある場合は、道路後退線）か

ら概ね１ｍ以内の宅地内で、道路取付管と宅内排水管を接続する箇所。 

(2) 宅地ます 

・ 排水管の合流点及び屈曲点、ただし、設置条件、構造的条件等により、45°Ｙ

又は 45°Ｌを使用することができる。 

・ 排水管の内径、勾配、管種が異なる箇所。 

・ 直線部においては、管径の 120 倍以下の間隔とし、表 19－10 による。 

表 19－10 宅地ますの設置間隔 

管  径（㎜） 100 125 150 200 

最大間隔（ｍ） 12 15 18 24 

2) 汚水ますの大きさ及び形状 

(1) コンクリートます 

① 大きさ形状及び構造 

・ 形状は原則、円形で内径は 300 ㎜、350 ㎜、450 ㎜及び 600 ㎜の 4 種類とす

る。ただし取付ますは内径 450 ㎜以上とし、汚水ますの大きさは、接続管の

管径、本数、埋設の深さに応じて維持管理に支障のないよう、表 19－11 を参

照し図 19-1、図 19-2 を標準に定める。なお住宅が道路より相当高く、取付ま

すの設置が困難な場合には、(3)の特殊ますを参照する。 

・ 底部には、接続する排水管の管径に合わせて半円形のインバートを設け、汚

水が円滑に流れるようにすること。 

・ 上流管底と下流管底との間には、原則として 2㎝程度の落差を設け、インバ

ートで滑らかに接続すること。 
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・ 便所、汚物流し等からの汚水が直接流入する箇所のますには、3 ㎝以上の落

差を設けることが必要である。 

・ 取付ますにおいては、インバート部は横型を標準とする。ただし、設置条件、

構造的条件等により困難な場合は、道路取付管において上流側受口曲管（Ｓ

Ｔ又はＳＲ）を使用し、縦型（底抜け式）の構造にしてもよい。 

表 19－11 深度による汚水ますの大きさ 

深度 H(㎝) 最小内径（㎜） 会合可能本数

H≦70 300 3 本 

H≦90 
350 

450 

4 本 

5 本 

H＞90 600 5 本 

※(注 1) 地表面から下流側の管底までを汚水ますの深さとする。 

※(注 2) 会合可能本数は、会合する排水管の管径が 100 ㎜以下の場合とする。 

図 19-1 宅地ます 

図 19-2 取付ます 

※(注) 公共下水道の支管で RR 継手が使用されており、道路取付管の延長が 2.0m 以下の場合は

取付ます下流側の RR 継手を接着接合とすることができる。 
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② 蓋 

鉄筋コンクリート又は、鋳鉄の密閉蓋とする。 

③ 基礎 

ますの種類、設置条件を考慮し適切な基礎を施すこと。 

④ その他 

道路敷に設置する汚水ますは、コンクリート製で内径 600 ㎜以上とし、蓋は鋳

鉄製のＴ-14 又は、Ｔ-25 とし管理者と協議し決定するものとする。 

(2) 硬質塩化ビニルます 

① 大きさ形状及び構造 

・ 形状は円形（ます本体はＶＵ管）で、宅地ますの内径は、150 ㎜以上とし、 表

19－12、図 19-3 を参考とする。又、取付ますは 200 ㎜以上とし、表 19－13、

図 19-4 を参考とすること。なお住宅が道路より相当高く、取付ますの設置が

困難な場合には、(3)の特殊ますを参照する。 

・ 汚水ます底部は、インバート部が一体形成されていること。 

・ 上記に該当する汚水ます（以下「インバートます」という。）は規程勾配が

設けられていること。 

・ 排水管及び汚水ます本体は、図 19-3、図 19-4 による構造であること。 

・ 宅地ますは、図 19-3 におけるＡの箇所が曲線構造であること。 

・ 便所からの排水管が合流する箇所に設置する場合は、下流側3cm落差付き45°

合流インバートますを使用することが望ましい。ただし、起点ますに便所排

水を接続する場合は、落差付きを使用しなくてもよい。 

表 19－12 深度による宅地ますの大きさ 

深度 H（㎝） 接続管径（㎜） ます内径（㎜） 

H≦150 
100～125 150 以上 

150 200 以上 

※(注)この基準以外の深度 Hについては、上限を定めていないが、ます 

の内径が 900 ㎜以上を設置するなど、維持管理や詰まり等も考慮して 

適切な大きさを選定すること。 
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図 19-3  宅地ます 

表 19－13 深度による取付ますの大きさ 

深度 H（㎝） ます内径（㎜） 取付管径（㎜） ます底部の構造 

H≦150 200～350 125 以上 
インバート又は 

底抜け式 

H＞150 300～ 125 以上 
インバート又は 

底抜け式 
※(注）底抜け式（ドロップ）は上流側受口 90°大曲Ｌを使用すること。 

図 19-4  取付ます 

※(注) 公共下水道の支管で RR 継手が使用されており、道路取付 

 管の延長が 2.0m 以下の場合は取付ます下流側の RR継手を接着接 

合とすることができる。 

② 蓋 

汚水ます本体と接着接合ができる硬質塩化ビニル製又は鋳鉄製の密閉蓋で、器

具により開閉できる方式とする。なお硬質塩化ビニル製蓋には金属製の感知板を

取り付けること。また宅地内にあっても、総重量 2ｔを超える車両が通行する箇

所等では、JSWAS-G-3-1996 に規定する防護蓋を使用するなど、ますの材質、基

礎など荷重に十分耐えうるものか設置条件を考慮し適切な蓋を施すこと。 
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③ 基礎 

       汚水ますの種類、設置条件を考慮し、適切な基礎を施す。 

(3) 特殊ます 

① ドロップます・底部有孔ます 

ます上流又は下流で、著しい落差の出る場所及び地盤の急変する箇所（階段、

擁壁等）で管内の流速を調整する場合に、図 19-5、図 19-6、図 19-7 のように汚

水ますを設置する。設置場所は基準勾配により設計し、図 19-6 は原則として、

ますの上流側手前 1ｍで、落差を生ずる箇所とする。 

図 19-5 硬質塩化ビニル製ドロップます 

図 19-6 コンクリート製ドロップます 
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図 19-7 コンクリート製底部有孔ます 

② トラップます 

・ 次に該当する場合は図 19-8、図 19-9、図 19-10 を参考にトラップますを設

置する。 

(ｱ) 既設の衛生器具等にトラップの取付が技術的に困難な場合 

(ｲ) 食堂、生鮮食料品取扱所等において、残渣物が排水設備に混入し、排水設

備または公共下水道に支障をきたす恐れがある場合 

図 19-8 硬質塩化ビニル製トラップます   図 19-9 コンクリート製トラップます 

※(注 1) 内径又は内のり(D)は 45cm以上とする。 

※(注 2) 泥だめ(H)は 15cm 以上とする。 

※(注 3) 下流側の曲管は固着するものとし、上 

流側の曲管は取外しが可能なものとする。 
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図 19-10 コンクリート製トラップます 

・ 注意事項 

(ｱ) 二重トラップとしてはならない（器具トラップを有する排水管はトラップ

ますのトラップ部に接続してはならない。) 

(ｲ) トラップを有する排水管の管路延長は、排水管の管径の 60 倍を越えては

ならない。 

(ｳ) 便所からの排水管は、トラップますのトラップに接続してはならない。 

(ｴ) 小口径トラップますにおいては、ます底部とＵトラップが連結され、掃除

口付きのものとし点検清掃ができる構造とする。また、トラップの口径は 75

㎜以上で、複数の管が合流する場合は 100 ㎜とし、封水深は 5㎝以上 10㎝以

下とする。 

5. 掃除口 

宅地ますを設けることが困難な場合は、管内の掃除が容易にできるように適切な位置

に掃除口を設ける。 

1) 掃除口の設置箇所 

・ 排水横枝管及び排水横主管の起点 

・ 排水立管の最下部又はその付近 

・ 直線部分は、管径の 120 倍を超えない範囲 

・ 排水管の屈曲箇所 

ただし45°Ｌを2個使用して直角に屈曲する場合はこれを1箇所とみなすものと

し、直角屈曲が 2箇所以上連続するときは 2箇所につき掃除口 1箇所とする。 

・ 上記以外でも特に必要と思われる箇所 

2) 掃除口の構造 

・ 掃除口の口径は 100 ㎜以上を標準とし、排水管の口径が 100 ㎜以上の場合は掃除

口の口径を 100 ㎜以下にしてはならない。なお、排水管の口径が 100 ㎜未満の場合

は排水管と同一の口径としてもよい。 
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・ 設置する場所によっては、重量物による破損又は掃除時の損傷が考えられるので

コンクリートで適切な防護及び補強を講じる。 

・ 蓋は堅固で開閉が容易で臭気のもれない構造とした密閉式のものとし、硬質塩化

ビニル製蓋には金属製の感知板を取り付けること。 

掃除口施工例

・ 掃除口は容易に掃除できる位置に設け、周囲の壁、はりなどが掃除の支障となる

ような場合には、原則として、管径 65mm 以下の排水管の場合には 300mm 以上、管

径 75mm 以上の管の場合には 450mm 以上の空間を掃除口の周囲にとる。 

・ 掃除口を地中埋設管に設ける場合には、その配管の一部を床仕上げ面又は地盤面、

若しくはそれ以上まで立ち上げる。ただし、この方法は管径が 200mm 以下の場合に

用いる。 

・ 隠ぺい配管の場合には、壁又は床の仕上げ面と同一面まで配管の一部を延長して

掃除口を取付ける。また、掃除口をやむを得ず隠ぺいする場合は、その上部に化粧

ふたを設けるなどして掃除に支障のないようにする。 

・ 排水立管の最下部に掃除口を設けるための空間がない場合等には、その配管の一

部を床仕上げ面又は最寄りの壁面の外部まで延長して図 19-11 のとおり掃除口を

取り付ける。     

図 19-11 

・ 掃除口は、排水の流れと反対又は直角に開口するよう設ける。 

・ 地中埋設管に対しては、十分な掃除のできる宅地ますを設置しなければならない。

ただし、管径 200mm 以下の場合は掃除口でもよい。この場合、排水管の一部を地表
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面又は建物の外部まで延長して取り付ける。 

  なお、容易に取り外すことができる器具トラップ等で、これを取り外すことにより

排水管の掃除に支障ないと認められる場合には、掃除口を省略してもよい。 

6. 防臭装置（トラップ） 

  公共下水道からの下水臭（腐敗ガス）が室内に侵入するのを防ぐために設ける装置で

一般的に封水により防臭するものであり、以下の必要条件を満たすよう設定する。なお、

設置する防臭装置（トラップ）は原則、器具トラップとし、器具トラップの設置が困難

な場合には屋外にトラップ（トラップます）を設置することができる。 

1) トラップの必要条件 

・ 常に下水臭を遮断し、安定性があること。 

・ 構造が簡易で、容易に損傷しないこと。 

・ 非吸水性、耐食性の材質であること。 

・ トラップの作用で内部を洗浄させることができること。 

・ 深さ 50 ㎜～100 ㎜の封水を持っていること。 

・ 器具に接続しやすく、検査、掃除が容易であること。 

2) トラップ各部の名称 

トラップの各部の名称を下図に示す。 

※(注）器具の排水口からトラップウェア（あふれ面下端） 

までの垂直距離は 60cm を超えてはならない。 

3) トラップの種類 

トラップの種類は基本的な型を次の 4種に分類できる。 
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・ 管トラップ 
S:封水深 

S トラップ      P トラップ      3/4S トラップ          U トラップ     ふくろ形トラップ 

1 

・ ドラムトラップ 

・ ベルトラップ（わんトラップ） 

・ 造り付けトラップ（陶器に内蔵されているもの） 

洋風サイホン大便器の例 トラップ式小便器の例

7. ストレーナー（除塵装置） 

台所や浴室、その他の流し場などの床排水口には、固形物が流入しないようにストレ

ーナーを設置する。 

ストレーナーは、取外しの出来る構造として、開口有効面積が、流出側に接続する排

水管の断面積以上で目幅は直径 8㎜の球が通過しない大きさとする。 

目幅(直径 8 ㎜の球が通過しない大きさ) 
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8. 阻集器 

油脂、ガソリン、土砂等で下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損傷する

恐れのある物質、あるいは危険な物質を含む汚水を公共下水道に排水する場合は、阻集

器を設けなければならない。 

1) 阻集器設置上の注意事項 

・ 使用目的に適合した阻集器を有効な位置に設ける。その位置は容易に維持管理が

でき、有害物質を排出するおそれのある器具又は装置のできるだけ近くが望ましい。 

・ 阻集器は汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に阻止分離できる構造とし、分

離を必要とするもの以外の下水を混入させないものとする。 

・ 容易に保守、点検ができる構造とし、材質はステンレス、鋼、鋳鉄、コンクリー

ト又は樹脂等の不透水性、耐食性のものとする。 

・ 阻集器に密閉蓋を使用する場合は、適切な通気がとれる構造とする。 

・ 阻集器は原則としてトラップ機能を有するものとする。これに器具トラップを接

続すると二重トラップになるおそれがあるので十分注意する。なおトラップ機能を

有しない阻集器を用いる場合は、その阻集器の直近下流にトラップを設ける。 

・ トラップの封水深は、5cm 以上とする。 

2) 阻集器の種類 

(1) グリース阻集器 

営業用の調理場等からの汚水中に含まれている油脂類を阻集器の中で冷却、凝固

させて除去し、排水管中に流入して管を詰まらせるものを防止する。器内には隔板

をさまざまな位置に設けて、流入してくる汚水中の油脂の分離効果を高めている。

グリース阻集器の大きさについては、用途により算出する。

グリース阻集器の例 

(2) オイル阻集器 

給油場等のガソリン・油類の流出する場所に設け、ガソリン・油類を阻集器の水

面に浮かべて除去し、それらが排水管中に流入して悪臭や爆発事故の発生を防止す

る。オイル阻集器に設ける通気管は、他の通気管と兼用にせず独立のものとする。

オイル阻集器の大きさについては用途により算出する。 
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オイル阻集器の例 

※(注1) オイル阻集器は、サンド阻集器を兼ねる場合がある。 

※(注 2) 第１槽の封水深を 30 ㎝としたのは、第１槽は、土砂がたまりやすいので泥だめ深さを大きくした

ためである。 

(3) サンド阻集器 

汚水に泥・砂等を多量に含むときは、サンド阻集器を設けて泥・砂等を阻止する。

また、底部の泥だめ深さは、150 ㎜以上とする。 

サンド阻集器の例 

(4) ヘア阻集器 

理髪店、美容院の洗髪器に取付けて、毛髪が排水管に流入するのを阻止する。 

また、屋内プールや公衆浴場には、大型のヘア阻集器を設ける。 
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ヘア阻集器の例 

(5) ランドリー阻集器 

   営業用の洗濯場等からの汚水中に含まれる糸くず、布くず、ボタン等を有効に分

離する。阻集器には、取外し可能なバスケット形スクリーンを設ける。 

ランドリー阻集器の例 

(6) プラスタ阻集器 

外科のギプス室や歯科技工室等からの汚水中に含まれるプラスタ等の不溶性物

質を分離する。プラスタは排水管に流入すると管壁面に付着凝固し、容易に取れな

くなる。 

プラスタ阻集器の例 
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3) グリース阻集器の容量算出(参考) 

(1)店舗全面積に基づく算出方法 

・ 統一設定条件 

(ｱ) 表 19―14、表 19―15、表 19―16 により設定条件を算出する。

表 19―14 各因子の標準値 

因 子 

食 種 

Ｗｍ ｔ※ ｋ ｇｕ ｇｂ

店舗全面積 

1㎡・1日当

たりの使用

水量 

〔ℓ/(㎡･日)〕

1 日当たり

の厨房使用

時間 

〔min/日〕

危険率を用い

て定めたとき

の流量の平均

流量に対する

倍率〔倍〕 

店舗全面積 

1㎡･1日当た

りの阻集グリ

ースの質量 

〔g/(㎡･日)〕

店舗全面積 

1㎡･1日当た

りのたい積残

さの質量 

〔g/(㎡･日)〕

営

業

用

厨

房

中国(中華)料理 130 

720 

3.5 

18.0 8.0 

洋食 95 9.0 3.5 

和食 100 7.0 2.5 

ラーメン 150 19.5 7.5 

そば・うどん 150 9.0 3.0 

軽食 90 6.0 2.0 

喫茶 85 3.5 1.5 

ファーストフード 20 3.0 1.0 

社員・従業員用厨房 90 
600 

6.5 3.0 

学生食堂 45 3.0 1.0 

※(注)1日当たりの使用時間が前もってわかっている場合は、その時間を1日当たりの厨房使用時間としても

よい。

(ｲ) SHASE 規格の算出方法において掃除周期は、当事者間の打合せによるとなっ

ているが、算出時に不明確な場合は、表 19―15 を参考に周期を定める。 
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表 19―15 回転数の標準値と算出時に不明確な採用する掃除の周期 

食  種 
ｎ：回転数 

〔人/（席･日）〕 

掃除の周期 〔日〕 

ｉｕ:阻集グリース ｉｂ:たい積残さ

営業用厨房

中国(中華)料理 5.0 

7 30 

洋  食 4.5 

和  食 5.0 

ラーメン･そば･うどん 5.0 

軽  食 7.0 

喫  茶 8.0 

ファーストフード 8.0 

社員・従業員用厨房 4.0 

学生食堂 4.0 

表 19―16 補正回転数の標準値 

因 子 

食 種

ｎ０：補正回転数〔人/(席･日)〕 

厨房を含む店舗全面積 〔㎡〕※ 

25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 400 500 600 700 800 1000 1500

営

業

用

厨

房

中国(中華)料理 ― ― 3.1 3.1 3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 ― ― ― ― ― ―

洋食 ― ― ― 2.0 2.1 2.3 2.4 2.6 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 ― ―

和食 ― ― 2.1 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.2 ― ― ― ― ― ―

ラーメン･そば・うどん ― 3.1 3.9 4.5 4.9 5.2 5.5 5.7 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

軽食 3.3 4.2 4.4 4.7 4.8 4.9 4.9 5.0 5.1 ― ― ― ― ― ― ― ―

喫茶 3.7 4.7 5.3 5.7 5.9 6.0 6.1 6.2 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

ファーストフード 3.3 4.2 4.4 4.7 4.8 4.9 4.9 5.0 5.1 ― ― ― ― ― ― ― ―

社員・従業員用厨房 ― ― ― ― ― 2.4 2.6 2.8 3.0 3.3 3.6 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.5

学生食堂 ― ― ― ― ― 2.4 2.6 2.8 3.0 3.3 3.6 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.5

※(注)厨房を含む、店舗全面積の値が表中の中間となる場合には、比較補正して求める。 

・ 流入流量の計算 

Ｑ=Ａ・Ｗｍ×(ｎ/ｎ０)×(1/ｔ)ｋ 

Ｑ  : 流入流量〔ℓ/min〕 

Ａ  : 店舗全面積〔㎡〕 

Ｗｍ : 店舗全面積 1㎡・1日当たりの使用水量（表 19―14）〔ℓ/(㎡･日)〕 

ｎ  : 回転数(表 19―15)〔人/(席・日)〕 

ｎ０ : 補正回転数（表 19―16）〔人/(席･日)〕 
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ｔ  : 1 日当たりの厨房使用時間（表 19―14）〔min/日〕 

ｋ  : 危険率を用いて定めたときの流量の平均流量に対する倍率（表 19―14）

〔倍〕 

・ 阻集グリース及びたい積残さの質量の計算 

Ｇ=Ｇｕ＋Ｇｂ

Ｇ ：阻集グリース及びたい積残さの質量〔kg〕 

Ｇｕ：阻集グリースの質量〔kg〕 

Ｇｂ：たい積残さの質量〔kg〕 

Ｇｕ=Ａ・ｇｕ×(ｎ/ｎ０)×ｉｕ・Ｃ２

Ｇｕ：阻集グリースの質量〔kg〕 

Ａ  : 店舗全面積〔㎡〕 

ｇｕ : 店舗全面積 1㎡・1日当たりの阻集グリースの質量（表 19―14） 

〔ｇ/(㎡･日)〕 

ｎ  : 回転数(表 19―15) 〔人/(席･日)〕 

ｎ０ : 補正回転数(表 19―16)〔人/(席･日)〕 

ｉｕ： 阻集グリースの掃除周期（表 19―15）〔日〕 

Ｃ２： 定数(=10-3)〔kg/g〕 

Ｇｂ=Ａ・ｇｂ×(ｎ/ｎ０)×ｉｂ・Ｃ２

Ｇｂ:  たい積残さの質量〔kg〕 

Ａ :  店舗全面積〔㎡〕 

ｇｂ :  店舗全面積 1㎡・1日当たりのたい積残さの質量（表 19―14） 

〔ｇ/(㎡･日)〕 

ｎ ： 回転数(表 19―15) 〔人/(席･日)〕 

ｎ０： 補正回転数(表 19―16)〔人/(席･日)〕 

ｉｂ： たい積残さの掃除周期(表 19―15)〔日〕 

Ｃ２： 定数(=10-3)〔kg/g〕 

(2) 利用人数に基づく算出方法 

・ 統一設定条件 

表 19―15、表 19―17 により設定条件を算出する。 
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表 19―17 各因子の標準値 

因 子 

食 種 

Ｗm´ ｔ※ ｋ ｇｕ´ ｇｂ´

利用人数1人

当たりの使

用水量 

〔ℓ/人〕

1日当たりの

厨房使用時

間 

〔min/日〕

危険率を用

いて定めた

ときの流量

の平均流量

に対する倍

率 〔倍〕

利用人数1人

当たりの阻

集グリース

の質量 

〔g/人〕

利用人数1人

当たりのの

たい積残さ

の質量 

〔g/人〕

営

業

用

厨

房

中国(中華)料理 80 

720 

3.5 

11.0 5.0 

洋食 80 8.0 3.0 

和食 80 5.5 2.0 

ラーメン 50 6.5 2.5 

そば・うどん 50 3.0 1.0 

軽食 45 3.0 1.0 

喫茶 25 1.0 0.5 

ファーストフード 10 1.5 0.5 

社員・従業員用厨房 50 
600 

3.5 1.5 

学生食堂 25 1.5 0.5 

学校給食 15 480 0.7 0.3 

※(注) 1 日当たりの使用時間が前もってわかっている場合は、その時間を 1日当たりの厨房使用時間と

してもよい。 

・ 流入流量の計算 

Ｑ=Ｎ・Ｗm´×(1/ｔ)ｋ 

Ｑ ： 流入流量〔ℓ/min〕 

Ｎ ： 1 日当たりの利用人数〔人/日〕 

Ｗm´： 利用人数 1人当たりの使用水量(表 19―17)〔ℓ/人〕 

ｔ ： 1 日当たりの厨房使用時間(表 19―17)〔min/日〕 

ｋ ： 危険率を用いて定めたときの流量の平均流量に対する倍率 

(表 19―17)〔倍〕 

・ 阻集グリース及びたい積残さの質量の計算 

Ｇ=Ｇｕ＋Ｇｂ

Ｇ  ： 阻集グリース及びたい積残さの質量〔kg〕 

Ｇｕ ： 阻集グリースの質量〔kg〕 

Ｇｂ ： たい積残さの質量〔kg〕 
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Ｇｕ=Ｎ・ｇｕ´×ｉｕ・Ｃ２

Ｇｕ ： 阻集グリースの質量〔kg〕 

Ｎ  : 1 日当たりの利用人数〔人/日〕 

ｇｕ´: 利用人数 1人当たりの阻集グリースの質量（表 19―17）〔ｇ/人〕 

ｉｕ  ： 阻集グリースの掃除周期(表 19―15)〔日〕 

Ｃ２  ： 定数(=10-3)〔kg/g〕 

Ｇｂ=Ｎ・ｇｂ´×ｉｂ・Ｃ２

Ｇｂ ：たい積残さの質量〔kg〕 

Ｎ   ：1 日当たりの利用人数〔人/日〕 

ｇｂ´：利用人数 1人当たりのたい積残さの質量（表 19―17）〔ｇ/人〕 

ｉｂ ：阻集グリースの掃除周期(表 19―15)〔日〕 

Ｃ２ ：定数(=10-3)〔kg/g〕 

(3) 阻集器の容量の算出 

阻集器は図 19-12 に示すように、上部空間層・グリース阻集層・グリース分離層・

残さたい積層からなり、(1)又は(2)において、流入流量Ｑ及び阻集グリース及びた

い積残さの質量Ｇを求め、阻集器実容量Ｖ及び上部空間層の高さＨを下記によって

計算する。 

Ｖ１=Ｇ・ｖ

Ｖ２=Ｑ・Ｔ

Ｖ=Ｖ１＋Ｖ２

Ｈ=Ｈ１＋Ｈ２

Ｖ１：グリースおよび残さ阻集層の容量〔ℓ〕（図 19-12 におけるＶ１´＋Ｖ１ ） 

Ｖ２：グリース分離層の容量〔ℓ〕 

Ｖ ：阻集器の実容量〔ℓ〕 

Ｇ ： 阻集グリース及びたい積残さの質量〔kg〕（(1)-③又は(2)-③にて算出） 

Ｑ ：流入流量〔ℓ/min〕（(1)-②又は(2)-②にて算出） 

ｖ ：阻集グリースの比体積（=1.0）〔ℓ/kg〕 

Ｔ ：停滞時間（標準値は 1.0）〔min〕 

Ｈ ：上部空間層の高さ〔㎜〕 

Ｈ１：流入管の内径あるいは流入側溝の深さに等しい高さ〔㎜〕 

Ｈ２：標準水位面と上昇水位面との差（表 19―18）〔㎜〕 
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図 19-12 阻集器の容量 

表 19―18 標準水位面と上昇水位面との差の標準値 

実容量〔ℓ〕 Ｈ２〔㎜〕 

   ～200 100 

201～400 125 

401～600 150 

601～800 175 

801～1000 200 

Ｈ２：標準水位面と上昇水位面との差〔㎜〕 

(4) オイル阻集器の容量算出(参考) 

許容流入流量が下記の計算式 1）で求めた流入流量以上で、許容オイル阻集量及び許

容土砂たい積量が、2）、3）によって求めたオイル阻集量及び土砂たい積以上となり、

機能上支障のない構造をもつ阻集器を選定すること。 

1）流入流量 オイル阻集量及び土砂たい積量は、次のように算定する。 

流入流量の算定 

流入流量Ｑ 

Ｑ＝（Ｑm1・ｎ1）×α＋Ｑm2・ｎ2

Ｑ ：流入流量 〔ℓ／min〕 

Ｑｍ１ ：水栓を使用する場合の流量 〔ℓ／min〕 

     水栓（13 ㎜）の時：11 

     水栓（20 ㎜）の時：23 

Ｑｍ２ ：洗車機を使用する場合の流量 〔ℓ／min〕 

明記されている使用流量を用いる 

 ｎ１ ：水栓個数に対する同時使用水量比（標準値を表 19－19 に示す）〔倍〕 

ｎ２ ：洗車機台数に対する同時使用水量比（標準値を表 19－19 に示す）〔台〕 

α ：使用水圧を考慮した割増率（標準値を表 19－20 に示す）〔倍〕 
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表 19－19 同時使用水量比 

水栓個数又は洗車機台数 [個又は台] 1 2 3 4 5 

同時使用水量比ｎ1、ｎ2 [倍] 1.0 1.4 1.7 2.0 2.2 

表 19－20 使用水圧を考慮した割増率 

使用水圧 [MPa] 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

割増率α [倍] 0.7 1.0 1.4 1.7 2.0 2.2 

  2）オイル阻集量の算定 

    オイル阻集量Ｏは、次の式によって算定する。 

    Ｏ＝Ｏｎ×Ｎｄ×ｉ×Ｃ１

     Ｏ ：オイル阻集量 〔Ｌ〕 

     Ｏｎ：車１台当たりのオイル量（標準値を表 19－21 に示す）  〔g/台〕 

     Ｎｄ ：１日当たりの洗車台数（受渡当事者間の打合せによる） 〔台/日〕  

     ｉ ：掃除の周期（受渡当事者間の打合せによる） 〔日〕 

     Ｃ１ ：定数（＝10－3） 〔ℓ/ｇ〕 

表 19－21 車 1 台当たりのオイル量 

洗 車 種 別 
車 1台当たりの土砂たい積量 〔ℓ/台〕 

普 通 車 大 型 車 

手 洗 い 1 

普通車の 

4 倍とする 

小形洗車機 2 

門形洗車機 
水洗い洗車 1 

ワックス洗車 10 

  3）土砂たい積量の算定 

    土砂たい積量Ｓは、次の式によって算定する。 

    Ｓ＝Ｓｎ・Ｎｄ・ｉ

     Ｓ ：土砂たい積量 〔ℓ〕 

     Ｓｎ：車１台当たりの土砂たい積量（標準値を表 19－22 に示す）〔ℓ/台〕 

表 19－22 車 1 台当たりの土砂たい積量 

洗 車 種 別 
車 1台当たりの土砂たい積量 〔ℓ/台〕 

普 通 車 大 型 車 

手 洗 い 0.07 

普通車の 

4 倍とする 

小形洗車機 0.09 

門形洗車機 
水洗い洗車 0.07 

ワックス洗車 0.09 
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9. 排水槽 

地階にある建築物及び地形等により、汚水を自然流下によって直接公共下水道に排出

できない場合は、排水槽を設置して汚水を一時貯留し排水ポンプでくみ上げて排水する

ものである。 

1) 排水槽の有効容量 

排水槽の有効容量は、時間当たりの最大排水量以下とし、次式によって算定する。

なお、槽の実深さは計画貯水深さの 1.5～2.0 倍程度が望ましい。 

        建築物(地階部分)の 1日平均排水量(㎥) 

有効容量＝                      ×2.0～2.5 

(㎥)   建築物(地階部分)の 1日当たり給水時間 (時) 

10. ディスポーザー 

 ディスポーザーとは、野菜くず等の生ごみを水とともに粉砕するための装置で、粉砕

し直接下水道に流し込む「直接投入型ディスポーザー」と、粉砕後、排水処理部で処理

し下水道に接続する「ディスポーザ排水処理システム」がある。

ディスポーザーの使用により、高齢化社会におけるごみ出し作業の軽減、臭気被害や

鳥獣被害の低減による住環境の向上が期待できることから、条例並びに岐阜市ディスポ

ーザ排水処理システム取扱要綱及び直接投入型ディスポーザー取扱要綱に基づいて条

件に適合する場合のみ設置することができる。 

なお、直接投入型ディスポーザーは北西部処理区内の家事用に限り設置することがで

きる。集合住宅に設置する場合は、取付管が閉塞するおそれがあるため、ディスポーザ

ーに併せて排水処理装置を設置することが望ましい。よって、ディスポーザーを設置す

る場合は管理者と協議をすること。

11. 水洗便所施設 

水洗便所に設置する便器及び付属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を保持したも

のとする。 

1) 基本事項 

・ 大便器の洗浄方式はフラッシュバルブ式、ロータンク式又はハイタンク式とす

る。 

・ 小便器の洗浄方式は水栓式、フラッシュバルブ式及び自動サイホン式とする。 

・ 大便器に直結するトラップは、内径 75 ㎜以上のものを使用する。 

12. 通気 

排水管内を水が流下するとき、管内の空気は水流により圧縮あるいは吸引されて、管

内の気圧は正圧又は負圧に変動する。通気系統は、このような排水系統内に生じる過度
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の気圧変動を防止するために、排水設備には必ず設けなければならない。 

1) 通気の目的 

・ サイホン作用及びはね出し作用からトラップの封水を保護する。 

・ 排水管内の汚水の流れを円滑にする。 

・ 排水管内に新鮮な空気を流下させて、排水系統内の換気を行う。 

2) 通気の設置箇所 

・ 一時に多量の汚水が流下する管及びこれらの接続する排水横枝管 

・ 排水立管の伸頂部 

・ その排水設備の排水管の最も上流部分 

ただし、平屋建て家屋の場合に限り、排水横主管の最上流部に接続する施設の下

流側に設ける。 

3)通気管の種類 

(1) 通気立管 

・ 通気立管の上部は、管径を縮小せずに延長し、その上端は、単独に大気中に開

口するか、最上位の器具あふれ縁から 15 ㎝以上高い位置で伸頂通気管に接続す

る。 

・ 通気立管の下部は、管径を縮小せず、最低位の排水横枝管より低い位置で、排

水立管に接続するか排水横主管に接続する。 
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通気立管 

(2) 各個通気管 

・1個のトラップを通気するため、トラップ下流から取り出し、その器具より上

方で通気系統へ接続するか又は大気中に開口するように設けた通気管をいう。 

各器具のトラップ毎に通気をとる方式で、他の通気方式に比べ最もすぐれている

といえる。 

・ 各器具トラップと通気管までの距離は、図 19-13 における表 19－23 に示され

た距離以内としなくてはならない。 

図 19-13 

表 19－23 各器具トラップと通気管までの距離 

器具排水管の径(㎜) 距 離（ｍ） 

３０ ０．８ 

４０ １．０ 

５０ １．５ 

７５ １．８ 

１００ ３．０ 
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・ 器具排水管は大便器又は同種の場合を除いて、図 19-13 における排水管の通気

開口部Ａ点がトラップウェアＢ以下になってはならない。 

・ 器具排水管から通気管を取出す場合には図 19-14 のとおり通気管は動水勾配線

Ｘ－Ｙより高い位置から連結しなくてはならない。図 19-15 においては排水のた

びごとに通気管内に水が上昇して、通気管内に油脂、ごみ等が付着してついには、

閉塞の危険があるため図 19-14 によること。したがって配管は  

が成立しなくてはならない。ただし台所流し、手洗器のように水をためない排

水器具にあっては、上式でａをａ´で置換えることになり動水勾配線は下位の

線Ｘ´－Ｙとなる。 

図 19-14            図 19-15 

・ 各個通気管がトラップに近すぎると、汚水によって通気が妨害されることがあ

るため各個通気管は図19-16のようにトラップから最小トラップ内径の2倍以上

とする。2Ｄ以内の連絡は頂部通気と呼んで特に避けなければならない。 

図 19-16 

・ 床下にトラップのある器具で各個通気管を取出すときは、通気管には図 19-17

のとおり横走部があってはならない。したがって床下に余裕高のない場合は回路

通気方式を採用する。 
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図 19-17 

 (3) 共用通気管 

背中合わせ、又は並列に設置した衛生器具の器具排水管の交点に接続して立上

げ、その両器具のトラップ封水を保護する 1本の通気管をいう。 

・ 背中合わせ、又は並列に設置された 2個の器具排水管が同じ高さで、1本の排

水管に連結できる場合共用通気管としてよい。ただし、前記(2)各個通気管「各

器具トラップと通気管までの距離は、図 19-13 における表 19－23 に示された距

離以内としなくてはならない。」に適合しているものである。 

・ 2 つの器具が同じ排水立管に高さを異にして連結する場合でも、図 19-18 のよ

うに 2つの器具が同じ階床にもうけられるならば共用通気管としてもよい。ただ

し、排水立管の管径は上方の器具排水管より一回り太くし、かつ下方の器具排水

管の管径よりは小さくしてはならない。 

図 19-18  

(4) 環状及び回路通気管（ループ通気管） 

・ 2 個以上のトラップを保護するため、最上流の器具排水管が排水横枝管に接続

する点のすぐ下流から立ち上げて、通気立管又は、伸頂通気管に接続するまでの

通気管をいう。 

排水横枝管の最上流の器具排水管の接合された箇所のすぐ下流で図 19-19 のと

おり取出し、通気立管又は伸頂通気管に接続する方法で最も一般的に用いられてい

る。 
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図 19-19  

・ 各階で通気管を立上げ通気立管に連結する場合、図 19-20 のとおりその階の器

具のあふれ縁より 15 ㎝以上立上げて連結しなくてはならない。 

図 19-20  

・ 一般的に建物の構造上、上記のような方法で立上げることが困難な場合が多く

床下で通気管を横走りさせる配管方式をとると、通気管への汚水の流入・通気の

妨げ、固形物の通気管内の残留等の恐れがあるので、図 19-21 のとおり取出した

通気は横走り部分を最小限短くして配管スペース・間仕切又は室内の差し支えな

い箇所で天井まで立上げるようにすべきである。 

図 19-21 

(5) 湿り通気管 

2 個以上のトラップを保護するため、図 19-22 のように器具排水管と通気管を兼

用する部分をいう。 
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器具排水管と通気管を兼用とした湿り通気とする場合は、流水時にも通気機能を

保持するため、排水管としての許容流量は、1/2 程度の評価になる。 

なお、大便器からの排水は、湿り通気管に接続しない。 

図 19-22 

(6) 逃し通気管 

排水・通気両系統間の空気の流通を円滑にするために設ける通気管をいう。 

二階建て以上の建物の各階(最上階を除く)の、大便器及びこれと類似の器具 8個

以上を受け持つ排水横枝管並びに大便器・掃除流しのＳトラップ・囲いシャワー・

床排水などの床面に設置する器具と、洗面器及びこれと類似の器具が混在する排水

横枝管には、ループ通気を設ける以外に、その最下流における器具排水管が接続さ

れた直後の排水横枝管の下流側で、図 19-23 のように逃し通気を設ける。 

また洗面器又はこれに類似の器具からの排水が、これらの排水横枝管の上流に排

水されるときは、各立上り枝管に各個通気をとることが望ましい。 

図 19-23 

(7) 連係通気（結合通気） 

排水立管内の圧力変化を防止又は緩和するために、排水立管から分岐して立上げ

通気立管へ接続する逃し通気管をいう。 

高層建築で枝管間隔10以上を持つ排水立管は最上階から10番目ごとに連係通気

管を設けなければならない。排水立管と連係通気管の接続は、図 19-24 のように連

係通気管の下端が、その階の排水横枝管が排水立管と接続する部分より下方になる
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ようにし、45°Ｙを用いて排水立管から分岐して立上げ、通気立管との接続は、そ

の階の床面から 1ｍ上方の点で 45°Ｙを用いて通気立管に接続する。 

図 19-24 

(8) 伸頂通気管 

最上階の排水横枝管が排水立管に接続された箇所から上方に更に立上げて通気

に使用する管をいう。 

排水横枝管又は屋外排水管が満流となるおそれがある場合には、伸頂通気方式に

してはならない。 

(9) 返し通気管 

器具の通気管を図 19-25 のようにそのあふれ縁より高い位置に立上げ、それから

折り返して立下げ、その器具排水管が他の排水管と合わさる直前の横走り部へ接続

するか、又は床下を横走りして通気立管へ接続するものをいう。 

図 19-25 

4) 通気の一般的留意事項 

通気管について各方式共通の留意事項は、次のとおりである。 

・ 各個通気方式及びループ通気方式には、必ず通気立管を設ける。 

・ 排水立管は、上部を延長して伸頂通気管として大気中に開口 1する。 
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・ 伸頂通気管及び通気立管は、その頂部で通気主管に接続し 1 箇所で大気中に開口

してもよい。ただし間接排水系統の通気管は、他の排水系統の通気系統に接続せず

単独に、かつ衛生的に大気中に開口する。これらの排水系統が 2系統以上ある場合

も同様にする。

・ 屋根を貫通する通気管は、図 19-26 のとおり屋根から 15 ㎝以上立ち上げて大気中

に開口する。 

・ 屋根を庭園、運動場、物干し場等に使用する場合は図 19-26 のとおり貫通する通

気管は屋上から 2.0ｍ以上立ち上げて大気中に開口する。また、通気管の末端は、

図 19-26 のとおり建物の張出し部の下方に開口しない。 

・ 通気管の末端が建物出入口、窓、換気口等の付近にある場合は、図 19-27 のとお

りこれらの換気用開口部の上端から 0.6ｍ以上立ち上げて大気中に開口する。これ

ができない場合は、換気用開口部から水平に 3ｍ以上離す。 

図 19-26  

図 19-27

通気管の末端は、戸の上部より少なく      通気管の末端は新鮮空気取入口の上部   

とも0.6ｍ以上又は、戸より水平距離で       より少なくとも0.6ｍ以上又は戸より水 

3.0ｍ以上離して開口すること。            平距離で3.0ｍ以上離して開口すること。

※(注)この距離は最小限度を示すものであって、通気管の末端が高速度の換気設備の空気取入口の近
くにある場合は、垂直及び水平距離とも上記の数値以上でなければならない。  

5) 通気管の管径 

(1)管径決定の基本的事項 

・ 最小管径は、30mm とする。ただし、排水槽に設ける通気管の管径は、50mm 以
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上とする。 

・ ループ通気管の場合は次のとおりとする。 

(ｱ) ループ通気管の管径は、排水横枝管と通気立管とのうち、いずれかの小さ

い方の管径の 1/2 より小さくしない。 

(ｲ) 排水横枝管の逃し通気管の管径は、接続する排水横枝管の管径の 1/2 より

小さくしない。 

・ 伸頂通気管の管径は、排水立管の管径より小さくしない。 

・ 各個通気管の管径は、接続する排水管の管径の 1/2 より小さくしない。 

・ 排水立管のオフセットの逃し通気管の管径は、通気立管と排水立管とのうち、

いずれか小さい方の管径以上とする。 

・ 結合通気管の管径は、通気立管と排水立管とのうち、いずれか小さい方の管径

以上とする。 

(2) 口径の決定 

通気管の管径決定方法には排水管と同じく、定常流量法と器具負荷単位による方

法がある。これらの方法によって管径を求め、上記の基本則を満足していることを

確認して管径を定める。 
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＜参考＞ 器具排水負荷単位による口径の決定 

器具排水負荷単位法は、通気管の長さとそれに接続している器具の器具排水負荷単位

の合計から求める。 

通気立管･通気ヘッダーの管径と長さ 

汚水又は

雑排水管

の管径 

㎜ 

排水負

荷単位

数 

f.u.D

通 気 管 の 管 径  ㎜ 

30 40 50 65 75 100 125 150 200

許 容 最 大 配 管 長  ｍ 

30 2 9         

40 
8 15 45        

10 9 30        

50 
12 9 22.5 60       

20 7.8 15 45       

65 42  9 30 90      

75 

10  9 30 60 180     

30   18 60 150     

60   15 24 120     

100 

100   10.5 30 78 300    

200   9 27 75 270    

500   6 21 54 210    

125 

200    10.5 24 105 300   

500    9 21 90 270   

1100    6 15 60 210   

150 

350    7.5 15 60 120 390  

620    4.5 9 37.5 90 330  

960     7.2 30 75 300  

1900     6 21 60 210  

200 

600      15 46 150 390

1400      12 30 120 360

2200      9 24 105 330

3600      7.5 18 75 240

250 

1000       22.5 37.5 300

2500       15 30 150

3800       9 24 105

5600       7.5 18 75 



第３章 総則 

 - 65 -

回路及び環状通気の管径表 

汚水又は雑

排水の管径

㎜ 

最大器具排

水負荷単位

数  

f.u.D 

回路及び環状通気の管径   ㎜ 

40 50 65 75 100 125 

横 管 の 最 大 長 さ ｍ 

40 10 6      

50 
12 4.5 12     

20 3 9     

75 

10  6 12 30   

30   12 30   

60   4.8 24   

100 

100  2.1 6 15.6 60  

200  1.8 5.4 15 54  

500   4.2 10.8 42  

125 
200    4.8 21 60 

1100    3 12 42 

13．間接排水 

 飲料水・食物・食器などを使用又は取り扱う機器・装置からの排水は、一般の排水管

に直結して排出すると、排水管に詰まりなどが発生した場合、排水が機器内に侵入し、

機器内の飲料水・食物・食器などを汚染し、衛生上非常に危険な状態となる。このため、

食物・食器などを取り扱う機器からの排水、及び飲料水を使用又は取り扱う機器からの

排水は、排水管を直結して排水することをせず、間接排水、すなわち、排水管を一度大

気中で縁を切り、所定の排水口空間又は排水口開放を設けて適切な間接排水用の水受け

容器などへ開口させて排水する必要がある。 

従って、間接排水の目的は、汚水の逆流防止である。 

なお、一般家庭用の台所流しは、個人用で常時使用されており、排水管に詰りなどの

異常が起こった場合に、容易に発見ができるため、直接排水としても汚染の防止ができ

るので、間接排水としなくてもよい。 

間接排水とする機器・装置の配管末端の開口方法は、表19－24による。ただし同等の

以上の効果がある場合は、この限りでない。 
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表19－24 間接排水とする機器・装置及び配管末端の開口方法 

1) 配管方法 

・配管長が 1,500ｍを超える間接配管には、その装置に近接してトラップを設ける。 

・容易に掃除及び洗浄ができるように配管する。 

・機器・装置の種類又は排水の水質を同じくするものごとに、系統を分けることが望

ましい。 
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2)排水口空間 

間接排水とする機器、装置の排水管（間接排水管）は、原則としてその機器・装置

ごとに、一般の排水系統に接続した水受け容器のあふれ縁より上方に排水口空間をと

って開口する。排水口空間は、表 19－25とする。 

表 19－25 排水口空間 

間接配水管の管径（㎜） 排水口空間（㎜）

25 以下 

30～50 

65 以下 

最小 50 

最小 100 

最小 150 

※(注)飲料用貯水タンク等の間接排水管の排水 

口空間は、表に関わらず最小 150 ㎜とする。 

3)水受け容器 

水受け容器は、トラップを備え、排水が跳ねたりあふれたりしないような形状、容

量及び排水口径をもつものとする。手洗い、洗面、料理等の目的に使用される器具は

間接排水管の水受け容器と兼ねてはならない。 

便所、洗面所及び換気のない場所等は、常に、容易に排水状況が確認できる場所に

設置する。 

 [解説] 

1. 下水道と除害施設 

下水道で受け入れる汚水、特に事業場排水が、下水道に流れ込んだ場合、施設を損傷

させたり、又は施設の機能を妨げたり、あるいは、終末処理場で処理できない物質を含

む場合には、放流水の水質を悪化させ排水基準を守ることができなくなることがある。

したがって、下水道の機能を保全するためには、これらの物質を下水道に受け入れる前

に一定の基準以下に取り除いておく必要がある。そのための基準が法及び条例で定めら

ており、この排水中の障害となる物質を一定基準以下に取り除く施設が「除害施設」で

ある。 

第２０条  （除害施設） 

 条例第6条の2及び第6条の3の規定による除害施設は、公共下水道に対して、悪質下

水による障害を除去するために必要な構造を有する施設としなければならない。 
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2. 下水道へ排出する水の水質基準 

下水道施設の機能を保全し、終末処理場からの放流水を排水基準に適合させるために

は、事業場等の排水の下水道への受け入れを制限する必要がある。この方策としては特

定施設（人の健康及び生活環境に被害を生ずるおそれのある物質を含む汚水や廃液を排

出する施設として、水質汚濁防止法施行令別表第1及びダイオキシン類対策特別措置法

施行令別表第２で定められた施設）を設置する特定事業場と特定施設を設置しない非特

定事業場に分けて規制が行われている。 

非特定事業場から排除される排水には、条例により水質基準を定めており、基準に適

合しない場合は、除害施設を設けなければならない。 

また、下水道の施設を保護するために施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある

排水については、条例により除害施設を設けなければならない。 

3. 届出の義務 

新たに特定施設を設置し又は構造変更しようとする特定事業場は、発生する排水   

の水質及び量を予測し、問題のないものであるか否かを確かめなければならない。 

これは当然事業者の責務であるとともに、管理者へ事前（工事着手60日間前）に届出

を行い、審査を受けた後でなければ設置又は構造変更の工事などに着手してはならない。 

構造変更の中には排水経路、排水処理施設、使用原材料、水質、水量などの変更も含

まれる。特定事業場以外の事業場であっても、排水の水質が一定の基準を超えるため除

害施設を設置する必要がある場合には、上記同様、事前の届出が必要である。 

なお特定施設又は除害施設がすでに設置されていて、下水道への切り替えを行う事業

場、及び一日の全下水量が50㎥以上の事業場については、公共下水道の使用開始後30

日以内の届出が必要である。 
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審査を受ける必要のある「特定施設設置届出書」「特定施設の構造等変更届出書」「除

害施設の設置（変更）届出書」についての届出から検査までの全手順は以下のとおりと

する。 

届出から工事完了までの手順 
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各種届出様式（下水道排水水質規制関係） 

根拠法令 届出を要する場合 届出の種類 
根拠条
文 

届出期日 

下

水

道

法

・日最大下水量が50ｍ3以
上の場合 
・除害施設の必要な場合 
・届出内容を変更する場合

公共下水道使用
開始（変更）届
出書（様式4）

第11条
の2第1
項 

使用開始の前 

・特定施設の設置者が下水
道を使用する場合 

公共下水道使用
開始届出書(様
式 5） 

第11条
の2第2
項 

使用開始の前 

・特定施設を新しく設置す
る場合 

特定施設設置届
出書（様式6）
記入例（様式6）

第12条
の3第1
項 

着工の60日前 

・使用している施設が、新
たに特定施設に指定され
た場合 特定施設使用届

出書(様式7) 

第12条
の3第2
項 特定施設となった日か

ら30日以内 ・特定施設を設置している
事業場が、新たに下水道を
使用する場合 

第12条
の3第3
項 

・特定施設に関する届出事
項を変更する場合 

特定施設の構造
等変更届出書
（様式 8） 

第12条
の4 

着工の60日前 

・事業場の名称、代表者及
び所在地名の変更があっ
た場合 

氏名変更等届出
書（様式10） 

第12条
の7 

変更があったときから
30日以内 

・特定施設の使用を廃止し
た場合 

特定施設使用廃
止届出書 
（様式 11） 

廃止した日から30日以
内 

・事業場を譲り受けるな
ど、届出者の地位を承継し
た場合 

承継届出書 
（様式12） 

第12条
の8 

承継があった日から30
日以内 

岐
阜
市
下
水
道
条
例
施
行
規
程

・除害施設を新しく設置す
る場合 
・届出事項を変更する場合

除害施設の設置
（変更）届出書
（様式 1） 

第4条

着工の60日前 

・除害施設を設置している
事業場が、新たに下水道を
使用する場合 

除害施設の使用
届出書 
（様式 2） 

使用することとなった
日から30日以内 

・事業場の名称、代表者及
び所在地名の変更があっ
た場合 

氏名変更届等届
出書 
（様式 3） 

変更があった日から30
日以内 

・除外施設の使用を廃止し
た場合 

除害施設の使用
廃止届出書 
（様式 4) 

廃止した日から30日以
内 

・事業場を譲り受けるな
ど、届出者の地位を承継し
た場合 

承継届出書 
（式 5） 

承継のあった日から30
日以内 
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下水道法に基づく届出と罰則 

（様式7） （法第49条）（法第12条の9第1項）

（
市

下

水

道

条

例

第

6

条

の

2

）

特

定

施

設

を

新

設

す

る

と

き

（様式4）

使

用

開

始

す

る

と

き

除害施設の設置（変更）届出書

（様式5）

虚

偽

無

届

無届

虚偽

届出後

違

反

事故時の応急措置・届出 特定施設設置届出書 特定施設使用届出書

除害施設の使用届出書

（様式8）

罰　則

（法第46条）

実施の制限計画変更命令等

（法第51条）

（様式11）

一

般

家

庭

使　　　　　用　　　　　者

(

法

第

条

の

3

第

2

項

）

新

し

く

特

定

施

設

に

な

っ
た

と

き

旅館業
特　　定　　事　　業　　場

特定事業場

以外の者

(

法

第

条

の

3

第

3

項

）

温泉を利用する者 日最大

50㎥/日

以外

公共下水道使用開始（変更）届

（法第11条の2第1項）

公共下水道使用開始（変更）届

（法第11条の2第1項）

（様式4）

除

害

施

設

設

置

虚

偽

無

届

罰　則

（
法

第

条

の

3

第

1

項

）

（様式6）

公共下水道使用開始届

（法第11条の2第2項）

罰　則

（法第49条）

除

害

施

設

必

要

氏

名

等

変

更

使

用

廃

止

罰　則

（法第47条の2）

使

用

開

始

の

と

き

承

継

（法第12条の5）

無

届

氏名の変更等

（法第12条の7）

使用廃止

承　　　継

特定施設の

構造等の変更

無

届

虚

偽

無

届

罰　則 届

出

後

（法第12条の6）

（様式12）

罰　則

承認届出書

罰　則

（法第45条） （法第49条）

除

害

施

設

の

変

更

（様式3） （様式5）

応急措置命令

（法第12条の9第2項） （様式10）

除

害

施

設

の

新

設

違

反

違

反

虚

偽

（様式2） （様式1）

除害施設の設置（変更）届出書

（法第12条の7）

（法第12条の8）

（法第12条の4）

氏名変更等届出書

特定施設使用廃止届出書

承継届出書

特定施設の構造等変更届出書

（様式1）

氏名変更等届出書
除害施設の

使用廃止届出書

（様式4）

12 12 12
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第２１条  （雨水排水） 

1 屋根、バルコニー、中庭、構内等の雨水は、適切な方法で円滑に排水する。 

2 雨水を排除する排水設備は、暗渠又は開渠とする。 

ただし、多孔管その他雨水を浸透させる機能を有するものとすることができる。 

3 排水管の内径もしくは排水渠幅、勾配、ますの大きさ、構造及び設置の箇所等は、いず 

れも雨水の放流に支障がなく維持管理に容易なものでなければならない。 

[解説] 

施工基準第5条[解説]参照                ※(条例第9条第1号) 

単独に雨水を排除する排水設備の工事を施行する場合、第9条第1号後段の規定に該

当するときは、この条例の各条の規定の適用を受けないものとする。（条例第35条） 

1. 雨水の定義 

「雨水」とは単なる雨水の集まりのみならず、雪どけ水、湧水等いわゆる自然水を 

いう。 

2. 設計の範囲 

  雨水を排除する排水設備にあっては、雨水流入口より道路側溝又は水路その他の雨 

水を排除する排水施設に接続するまでとする。 

1) 雨水量 

・ 雨水排水管の設計に用いる最大雨水量は、その地域の降水量から定めるものとす

る。 

・ 雨水量を算定するときは、屋根面積は水平に投影した面積とし、建物の壁面に吹

き付ける雨水でその下部の屋根などに流入する場合は、外壁面の1/2の面積を下部

の屋根の面積に加える。 

2) 雨水管の口径 

・ 雨水立管の口径は、表21－1にしたがって決定する。 
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表21－1   雨水立管の口径 

・ 雨水横管の口径は、表21－2にしたがって決定する。 

表21－2 雨水横管の口径 

3. 雨水排水の工事 

雨水を排除する工事は、汚水を排除する工事と同時又は、それ以前に竣工しなければ

ならない。 

ただし、雨水を排除する工事は申込者において施工することができる。 

雨水ますは、管がますの側壁よります内部に突き出さないよう固着し、底部は15cm

以上の深さをもつ泥だめを設け、雨水と一緒に流入した砂れきを沈殿させる。 

雨水の流入が容易なように格子蓋等を設け、雨水ますの天端が地表面より低目になる

よう築造する。

その他施工については、第 4章、排水設備工事の施工に準ずる。 

雨水立管の 

口    径 

降 雨 量 mm/時 

50 75 100 125 150 175 

近似 mm 許容最大投影屋根面積 ㎡ 

50 134 89 67 54 45 38 

65 270 180 135 108 90 77 

75 394 263 197 158 131 113 

100 850 567 425 340 283 243 

125  1,027 770 616 513 440 

150 1,250 1,000 833 714 

200 2,700 2,160 1,800 1,543

雨水横管

の口径 

1/100勾配、降雨量 mm/時 1/50勾配、降雨量 mm/時 

50 75 100 125 150 50 75 100 125 150

近似 mm 許 容 最 大 投 影 屋 根 面 積  ㎡ 

65      194 129 97 78 65 

75 200 133 100 80 67 282 188 141 113 94 

100 432 288 216 173 144 612 408 306 245 204 

125 784 523 392 314 261 1,108 739 554 443 369 

150 1,274 849 637 510 425 1,808 1,205 904 723 603 

200 2,760 1,840 1,380 1,104 920 

250 4,980 3,320 2,490 1,992 1,660
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4．雨水貯留浸透施設 

雨水貯留浸透施設とは、雨水を一時的に貯めたり地下に浸透させたりして、河川等へ

の雨水流出量を抑制するものである。 

 雨水貯留浸透施設には、雨水貯留施設と雨水浸透施設に区分され、雨水貯留施設は、

雨水を公園や駐車場などの地表面に貯留するタイプ及び建物の地下に貯留するタイプが

ある。 

 また、雨水浸透施設には、浸透ます、浸透トレンチ及び透水性舗装があり、申請敷地

内の雨水の放流先について、県道の側溝にしか接していない敷地の場合、側溝に放流す

ることが認められていないため、浸透ますを設置し適切な雨水処理を施したりしなけれ

ばならない。 

第２２条  （雨水放流の許可） 

 汚水と雨水を分離して排除することができない場合、必要最小限の雨水を、汚水を排除す

べき排水設備によって、排水管にて放流することができる。 

[解説] 

排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除するものとする。ただし、管理者において

やむを得ないと認めたものに限り雨水を、汚水を排除すべき排水設備によって、汚水管

に放流することを許可することができる。          （条例第8条第1項） 

条例第8条第1項ただし書の規定により、雨水を排水管に放流しようとするときには、

雨水放流許可申請書（様式第8号）に雨水放流面積図（様式第9号）を添えて管理者に提

出し、その許可を受けなければならない。       （条例施行規程第6条第1項） 

事業場からの汚水と雨水を分離して排除することができない場合には、必要最小限の

雨水を雨水放流面積図により算出して、雨水放流許可申請のもと管理者より許可を受け

なけれならない。なお、雨水を公共下水道へ放流する場合、放流面積1平方メートルにつ

き、下水料金が加算される。
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第 ４ 章  排水設備工事の施工 

第２３条  （基本事項） 

1 指定工事店は、排水設備工事を施工するにあたっては、管理者から工事の承認を受け 

た後でなければ工事に着手してはならない。 

2 工事の施工は、設計書、本基準及び所定の工事仕様書に準拠して行わなければならな

い。

[解説]  

施工基準第 8条[解説]参照               ※(条例第 12条第 1項) 

※(条例第 13 条第 1項) 

※(条例第 13 条第 2項) 

指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規定その他管理者が定めるところに従 

い、誠実に工事を施工しなればならない。      (指定工事店規程第 12 条第 1項) 

施工基準第 17 条[解説]参照         ※(指定工事店規程第 11条第 6項) 

施工基準第 17 条[解説]参照      ※(指定工事店規程第 12 条第 2項第 5号) 

1. 変更協議 

承認済みの工事内容を変更する必要が生じたときは、事前に協議し承認を受けなけ

ればならない。 

2. 注意事項 

排水設備工事責任技術者（以下「責任技術者」という。）は、設計及び施工に当たら

なければならないため、工事従事者等に工事及び設計書内容をよく説明し、適正に施

工されるよう以下の内容について指導すること。 

・ 使用する材料及び排水口の確認を行い、適正に施工されるよう指導すること。 

・ 責任技術者等の現場代理人は、工事現場に常駐するようにすること。 

・ 公道等の工事においては、関係官公署の許可及び利害関係者の承諾書等を確認す

ること。 

・ 公衆災害防止のため、関係法令及び許可条件に基づき保安設備等を設置すること。 

・ 公害防止のため、騒音、振動等で近隣住民等に迷惑をかけないよう配慮し、工事

後も周辺整理に努めること。 

・ 地下埋設物については、必要に応じて各事業体に立会いを求め、掘削部分の埋設

物等の埋設状況の調査把握し施工すること。 

・ 施工途中で重大なる変更の必要が生じた場合は、直ちにその旨を管理者に報告し
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指示を受けること。 

・万一事故等が発生したときには、指定工事店の責任において迅速かつ適切な処置を

行うとともに、速やかに管理者に報告すること。

第２４条  （施 工） 

1 排水設備の施工は、設計図書に従って正確、かつ良心的に行わなければならない。 

2 設計もれや設計内容に変更が生じた場合には、設計変更をしなければならない。 

3 施工責任者は、設計図書及び現場の状況を十分把握していなければならない。

[解説] 

1. 公道内の工事 

道路等の掘削を伴う工事は、その許可条件及び関係法令等を遵守して適正に施工し、

かつ事故防止に努めなければならない。 

なお、事前に必要書類を添え管理者に届出し了承を得ること。 

届出は、申請書及び工事設計書、掘削許可証（写）、道路使用許可（写）、道路通行

制限許可（写）その他必要書類を添え、申請窓口にて施工日等を予約する。 

1) 掘削 

・ 掘削に先立ち、構造物及び地下埋設物を調査し、下水道台帳等で深さや管種、管

径、枝管位置を再確認して、構造物等の損傷又は舗装復旧面積を拡大しないよう

注意しなければならない。 

・ 舗装面の撤去にあたっては、他の部分に影響を及ぼさないようカッターで縁切り

を行うこと。 

・ 深さが 1.5m 以上の場合は必ず土留工を設けること。なお、掘削面の深さが 2ｍ

以上の場合は、『地山の掘削及び土止め支保工作業主任者』を配置すること。 

・ 土質によっては、適切に土留工を設けて掘削し、湧水のある場所ではその排水先 

にも十分注意すること。 

・ えぐり掘り（すかし掘り）は行ってはならない。 

・ 掘削下面は、不陸のないように仕上げる。 

・ 掘削により露出した地下埋設物等は砂で保護する。 

・ 掘削中、地下埋設物を確認した場合は、すみやかに関係管理者に連絡し、その指 

示に従うようにする。 

・ 掘削土砂は、できるだけ掘削箇所から離して置き、埋戻し材料等の混入をさけ、 

作業等に支障のないようにする。 

・ 道路の掘削は、当日中に仮復旧が完了できる範囲とする。 

・ 道路を横断して掘削する場合は、原則、片側の工事を完了し、その部分に交通を

妨げない措置を講じた後、次の部分を掘削すること。 
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・ 夜間に掘削をするときは、保安灯をつけ、柵を設ける等危険防止のための万全の

措置を講ずるものとする。 

2) 埋戻しと残土処理 

・ 道路の埋戻しは、管底は 5cm、管頂 10cm までは砂（再生砂）又は改良土（20～0

㎜）とし、路床部は、砕石（再生砕石）、改良土（40～0）又は山土等の埋戻し材

をもって行う。なお、宅内の道路取付管及び取付ます（公設汚水ます）周辺につ

いても同様な埋戻しとすること。 

・ 砂は必要に応じて水締めとする。埋戻しは１層の厚さが 20cm とし、各層ごとに

敷きならし、ランマー及びその他の転圧機で十分転圧し、締固める。 

・ 側溝等の下部の埋戻しは、間隙が残らないよう十分つき固めること。  

・ 残土、埋戻し材等は、当日中に速やかに搬出すること。 

3) 舗装仮復旧 

・ 舗装路盤を十分転圧し、道路管理者が指示する材料及び仮舗装厚にて均一に敷き

ならし、在来路面と同じ高さに転圧し仕上げること。 

・ 舗装仮復旧後は、舗装本復旧施工までは常に仮復旧箇所を巡回し、路面沈下、そ

の他不良箇所が生じたときは、ただちに復旧しなければならない。 

占用工事路面仮復旧舗装（市道）の例 

舗装形態 

L 交通（簡易）

（加熱混合式

舗装） 

浸透式マカダ

ム舗装（現況）

B 交通（加熱混

合式舗装） 

C 交通（加熱混

合式舗装） 

舗装材 アスファルト合材 アスファルト合材 加熱合材 加熱合材 

舗装厚 5cm 4cm 5cm 5cm 

占用工事路面仮復旧舗装（県道）の例 

舗装形態 
L・A交通（加熱

混合式舗装） 

歩道（加熱混合

式舗装） 

歩道（コンクリート

ブロック舗装） 

セメントコンクリ

ート舗装（現況） 

舗装材 アスファルト合材 アスファルト合材 アスファルト合材 加熱合材 

舗装厚 5cm 3cm 3cm 5cm 

舗装形態 

L 交通又は A 交

通(アスファル

ト・コンクリー

ト舗装) 

B・C交通又は D

交通(アスファ

ルト・コンクリ

ート舗装) 

特殊改良第4種

舗装 
歩道舗装 

舗装材 アスファルト合材 アスファルト合材 アスファルト合材 アスファルト合材

舗装厚 5cm 5cm  5cm 3cm 
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4) 舗装本復旧 

道路舗装本復旧工事は、各道路管理者の施工基準及び岐阜市上・下水道工事共通仕

様書、岐阜県標準仕様書によるほか、日本道路協会の「アスファルト舗装要綱」等に

準拠して施工すること。 

2. 公共下水道への取付け 

1) 道路取付管接続の基本事項 

汚水を排除する排水設備を公共下水道に接続しようとするときは、次の基準によら

なければならない。  

・ 布設方向は、公共下水道管に対して直角に布設する。ただし、道路の構造、他の

埋設管の占用位置により、直角に布設することができない場合は、道路管理者と

の協議により 30度の範囲内で角度を変更することができる。 

(岐阜市道路占用許可基準第 2条) 

・ 道路取付管は、公共下水道管と同口径以下の口径で、硬質塩化ビニル管とし内径

125mm・150mm・200mm とする。（下水道事業課及び維持管理課と要協議） 

・ 排水設備の公共下水道への取付は、同一敷地内で、同じ目的に使用するものにつ

いては、原則として１箇所とする。（柳津区域は下水道事業課と要協議） 

・ 道路取付管工事施工後、下流側にあるマンホール中心から上流側にあるマンホー

ルに向かって、道路取付管までの距離を測定し工事設計書の図面に記入する。 

・ 取付管接続後は、水を流し下水道本管に接続されていることを確認する。 

・ 道路取付管は、下水道本管のサイフォン構造部に接続することができない。 

2) 支管による接続 

・ 公共下水道取付位置は、図 24-1 のとおり公共下水道管の中心より上方 45°以上

に穿孔し、支管を取付ける。道路取付管の管底が公共下水道の中心より下になる

と、流れに抵抗を生じ、所定の流量を流すことができなくなり、また常時道路取

付管内に本管より背水を受け、この部分に汚泥が沈殿して道路取付管を閉鎖させ

るおそれがある。 

図 24-1 
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・ 公共下水道管の穿孔は、本管種別に応じて専用の穿孔機（ホルソー等）を使用し、

本管にひび割れ等が生じることのないよう丁寧に行う。 

・ 硬質塩化ビニル管への取付けは、図 24-2 のとおりとする。

(ｱ) 支管を当てがい、せん孔位置をマジック等で記入する。 

(ｲ) せん孔部中心に穴をあける。 

(ｳ) ガイド棒をせん孔部に挿入し、ホルソーの刃を管から離し回転させながら

取っ手を十分につかみせん孔する。 

(ｴ) 切り口は糸面取りを行い、管内の切削粉を除去する。 

(ｵ) 支管を仮合わせして、マジック等で接続範囲を記入する。 

(ｶ) ウエス等で塗布面を清掃する。 

(ｷ) 接着剤を支管に均一に塗布する。なお、本管側には塗布する必要はない。

接着剤塗布後、素早くせん孔穴にそわせて取付け、できるだけ支管分岐近

くを焼なまし番線で締め付け、圧着させる。 

表 24-1 支管取付け接着剤使用量 

(ｸ) 締め付け後、管内外にはみ出した接着剤は必ず拭き取る。 

(ｹ) 既設管などで、スキマがある場合は当て木をして、締め付け圧着する。 

(ｺ) せん孔の芯間距離は、他の取付け位置及び本管の継手位置より 70 ㎝以上

あけること。 

図 24-2 

・ 鉄筋コンクリート管･陶管への取付けは、図 24-3 のとおりとする。 

(ｱ) 管内のせん孔屑は除去し、接合部の油、劣化層、泥などはワイヤーブラシ

で清掃する。 

(ｲ) 接合剤の主剤と硬化剤を等量ずつ取出し、手練りし特殊接合剤を作る。手

に水をつけ、硬化剤でつつみ込むよう練る。 

(ｳ) 支管のクラ裏面に特殊接合剤を盛り付ける。せん孔部に圧着接続し、更に、

支管の周辺内面の仕上げを行う。 

取付管呼び径

本管呼び径 
100～200 

200～500 80g／箇所 
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(ｴ) 管径が 200 ㎜～250 ㎜の場合、支管分岐近くを焼きなまし番線で締めつけ、

圧着する。 

図 24-3                                 

管径 300 ㎜以上                        管径 200 ㎜～250 ㎜ 

3) 公共下水道マンホールとの接続 

・ マンホールへの接続をする場合は、原則、図 24-4 のように可とう継手を用いる。

なお、マンホールの構造、接続の可否等については事前に下水道事業課にて確認

すること。 

・ 砂付け短管を用いる場合、接続継手はＲＲタイプを用いる。接続継手ＲＲを、図

24-5 のように仮置し、マンホール内側は、取付角度に合わせ、斜めに切断する。 

・ マンホール内側から、すき間につめるようにしてモルタル接合してから、モルタ

ル仕上げする。 

・ マンホールへの接続はできる限り避ける。やむを得ず接続する場合は、管頂接合

若しくはそれよりも高い位置とし、図 24-6 のように取付け管用インバートを設け

る。公共下水道管土被りが 1.4m を超える場合は中段落としとすることができる。 

図 24-4 

図 24-5 

上流側継手 RR 

公共下水道マンホール

可とう継手

内面モルタル仕上げ

公共下水道マンホール
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図 24-6 

4) 取付管への接続 

取付管に接続施工の場合は次の基準によって施工しなければならない。 

・ 取付管が陶管の場合は、接合面及び周辺を水洗いしてから図 24-7 のとおり枝付

管用支管を差込み、道路取付管を布設し砂にて胴締後、取付管受口と枝付管用支

管の間隙に特殊接合剤を充填し、硬化後に砂及び埋戻し材で埋戻しすること。 

図 24-7 

・ 取付管がビニル管の場合は、接合面及び周辺を水洗いしてから図 24-8 のとおり 

差込み継手を、接着剤で取付管内面及び差込み継手外面に塗り挿入すること。 

図 24-8 

5) 道路取付管の特殊な施工法 

公共下水道が水路敷等より浅い場合は、サイホン式配管により布設しなければな

らない。 

(1) 支管及び取付管による接続 

支管及び取付管による、サイホン式配管をする場合は、図 24-9 のような施工方

法が望ましい。 

道路取付管

本管

インバート
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図 24-9 

(2) マンホールへの接続 

マンホールへの接続による、サイホン式配管をする場合は、図 24-10 のような

施工方法が望ましい。 

図 24-10 

(3) バックサイホン 

水路及び構造物等に下水道本管が近接していて、公共下水道に接続し難い場合に

行う工法で図 24-11 のような施工方法が望ましい。 

図 24-11 

※原則、曲管部には 45°以下の曲管を使用し、やむを得ない場合に限り 90°大曲り L
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を使用することができる。（90°曲管は使用不可） 

3. 配管工事 

・ 適正な勾配でなおかつ直線的に布設する。 

・ 水密性を保持できるよう管の接合をする。 

・ 地盤の軟弱な所では基礎は堅固にし、土被りの浅い所、荷重のかかる所は防護を

施すこと。 

・ 異なった材質の接合には特に注意すること。 

・ 既設設備の改造、撤去を伴う場合は、接続、補修、閉そく等必要な措置を完全に

行うこと。 

・ 作業を一時中断する場合は、土砂等の流入を防ぐため管の末端管口を完全に閉じ

ておくこと。 

・ 露出して配管する場合、立管は動揺しないよう壁・柱等に、横走管は垂れ下がり

が生じないようはり・けた・床板などに器具を用いて堅固に保持しなければならな

い。 

また衝撃により破損するおそれのある箇所では緩衝材で管を保護し必要に応じて

保温・防露の措置を講ずること。 

4. 汚水ますの施工 

汚水ますの設置は地下水の浸入又は、汚水の漏水を生じないように完全に工事をす

ること。特にコンクリートますについては、接続する管と汚水ますの壁の間には十分

にモルタルを詰め内外面の上塗り仕上げをし、ますブロックの目地にはモルタルを敷

均し、動揺しないように据付け、目地を確実に仕上げる。 

1) 掘削工 

掘削は必要な余裕幅をとる。 

2) 基礎工 

沈下が生じないように基礎を施す。なお硬質塩化ビニルの汚水ますにおいては、図

24-12 のとおり 10cm 以上の砂基礎を施すこと。 

図 24-12 
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3) 据付工 

・ 汚水ますは傾かないよう垂直に据付ける。 

・ 重車両等の荷重がかかる場所に設置する汚水ますは、荷重に十分耐え得るよう施

工する。 

・ 汚水ますは、雨水の流入を避けるため地表面より低くならないように施工する。 

・ 汚水ますの内部に水道管、ガス管などを通すことは危険であるのでこれらを巻き

込んで築造してはならない。 

・ 密閉ぶた等により臭気がもれないよう施工する。 

4) 底部の築造 

コンクリートますにおいては、図 24-13 のとおり、インバートは半円形とし、表面

は滑らかに仕上げインバートの肩は汚物がたい積しないよう又、水切りをよくするた

めに適切な勾配を設け、汚水ますの上流側管底と下流側管底との間には原則として

2cm 程度の落差を設ける。 

図 24-13 

5. 汚水ますと排水管の接続 

1) 取付ますとの接続 

(1) コンクリート製取付ます 

取付ますの内壁からおおむね 30cm の箇所に、管の伸縮を吸収することができる

よう伸縮継手（ＲＲ継手）を上下流に 1 箇所ずつ設置する。ただし、公共下水道

の支管にＲＲ継手が使用されており、道路取付管の延長が 2.0ｍ以下の場合は、図

24-14 のとおり取付ます下流側のＲＲ継手を接着接合とすることができる。又、上

下流とも継手には、図 24-14 のとおり砂付けされた短管を用い、取付ます外側か

ら継手を仮置し、取付ます内面に突き出ることのないように管端を内壁面の角度

に合わせて切断する。取付ます下流側においては布設されてきた道路取付管との

勾配を十分に確認したのち連結し、取付ます外側から上下流とも、間隙につめる

ようにしてモルタル接合してから内側をモルタル仕上げする。 
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図 24-14 

(2) 塩化ビニル製取付ます 

下流側継手のみ図 24-15 のように RR 継手を用いる。ただし、道路取付管延長 2.0

ｍ以下の場合は、図 24-16 のとおり接着接合とすることができる。 

図 24-15 

図 24-16 

道路取付管配管延長 2.0m 以下の標準配管図 

RR 継手

砂基礎
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道路取付管配管延長 2.1m 以上の標準配管図 

2) 宅地ますとの接続

コンクリートますは、コンクリート製取付ますの施工に準ずる。

硬質塩化ビニルますにおいては、排水管と宅地ます本体が接着接合できる構造であ

ること。

6. 排水管の施工 

1) 硬質塩化ビニル管の接合 

(1) 管の切断及び面取り 

・ 切断箇所は、管軸に対し直角に帯テープをあて切断線の標線を記入する。 

・ 標線に添って食違いを生じないよう注意して切断する。 

・ 切断面に生じたバリや、食違いを平らに仕上げると共に管端内外周をグライ

ンダー又は、やすりで軽く面取りをする。 

・ 切り粉をウエスで拭き取る。 

(2) 接着（ＴＳ）接合 

管の接着受口は、テーパーサイズになっており、一般的にはこれを接着接合と

いう。 

・ 接合する直管又は異形管の受口及び差口に、接合作業に支障をもたらすよう

な外傷や亀裂がないか確認する。 



第４章 総則 

 - 88 -

・ 受口内面及び差口外面を乾いたウエスできれいに拭く。特に油分と水分は注

意して拭き取る。 

・ 管径ごとの接着差口の標線位置は、表 24－2 により、差込み深さを差口端よ

りスケールで測り標線を記入する。曲管等で方向性のある場合、受口及び差口

に合マークを軸方向に入れる。         

表 24－2                                            単位 mm 

・ 接合部下端は接着剤塗布後に泥等がつかないよう、継手掘りする分、まくら

木を置く。（まくら木は接合後、必ず撤去をする事） 

・ 受口内面（ストッパーまで）及び差口外面（標線の手前約 1cm まで）を塗り     

もらしなく、薄く均一に接着剤を塗る。刷毛塗り方向は円周方向とする。取付

管などで、やむを得ず一人で塗る場合は、受口を先に塗り乾燥や泥の付着を防

ぐ。 

・ 図 24-17 のように接着剤塗布後は速やかに差口を受口に挿入し、合マークに

合わせて、ひねることなく一気にストッパーに当たるまで、差込みそのまま 30

秒以上保持する。受口端は必ずしも標線の位置にはこず、受口深さの許容差か

ら管径150mm以下は約5mm空き、管径200mm以上は約10mm空くのが標準である。

・ 差込み後、受口端からはみ出した接着剤を保持と同時に拭き取る。 

・ 接合後配管上に無理な荷重を加えないようにする。 

              図 24-17 

(3) ゴム輪（ＲＲ）接合 

ゴム輪（Rubber Ring）の差口に挿入することによって水密を保つもので、一般

にはこれをＲＲ接合という。 

・ ゴム輪受口及び差口をウエスで拭き、砂やドロを取る。また、ゴム輪がねじ

れていたり、はみ出している場合は、ゴム輪を取り出し、溝を拭いてから、ゴ

ム輪を水で濡らし図 24-18 のようにし再装置する。 

呼 び 径 100 125 150 200 

差 込 深 さ 55 70 85 125 

流水方向
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図 24-18 

・ 差口端が面取りされていない場合は図 24-19 の寸法にグラインダー又はやす

りで面取りする。 

・ 図 24-19 のように受口端から受口肩までの寸法を写し取り、標線を記入する。

曲管等で方向性のあるものは受口及び差口に合マークを軸方向に入れる。 

・ ゴム輪接合用滑剤をゴム輪表面及び差口（特に先端面取り部）に均一に刷毛

で塗る。 

図 24-19 

・ 図 24-20のように管軸及び合マークを合わせ、一気に差口を標線まで差込む。

図 24-20 

・ チェックゲージを受口のすき間からゴム輪に当たるまで挿入し、差込外周に

合わせて回転させ、ゲージの出入りをチェックし、ゴム輪が差込みによってね

じれていないか確認する。ゴム輪がねじれている場合は、管を抜きゴム輪を再

確認のうえ、再度差込む。 

2) 屈曲箇所の施工 

(1) 直角に流下方向を変える箇所

管が直角に流下方向を変える箇所では、図 24-21 のとおり 45°Ｌを概ね 60 ㎝間

隔で 2個を用いて屈曲させる。 

流水方向
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                    図 24-21 

(2) 合流箇所 

合流箇所に設ける場合は、図 24-22 による。ただし地形上その他、やむを得な

い場合は図 24-23 による。 

図 24-22                   図 24-23 

7. 通気管の施工  

・ 通気管は、図 24-24 のように排水管より垂直又は 45°以内で取出し、水平に取出

してはならない。 

図 24-24 

正しい取出し方(1) 
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正しい取出し方(2) 

誤った取出し方

・ 通気立管の頂部開口には、異物が管内に入らないようにしたり、ねずみや鳥が巣  

を作ったりして開口部をふさぐことを防止するために金網等を設けなければならな

い。 

・ 排気が通気開口部を通って通気管内へ逆流するのを防止するため、通気管を煙突  

の中や排気ダクト内に出してはならない。 

8. 浄化槽からの切替工事 

使用していた浄化槽を廃止する場合には、最終清掃を行うこと。最終清掃とは、浄化

槽の汚泥等の引き抜きを行い、その後消毒を行うこと。浄化槽の汚泥は、一般廃棄物に

該当し、廃止した浄化槽に汚泥が残存したまま埋めてしまう行為は、廃棄物の処理及び

清掃に関する法律第 16条に規定する不法投棄に該当するため行わないこと。 

ただし、雨水の一時貯留等に再利用する場合は、適切な処理を講ずること。 

1) 浄化槽の廃止工事 

公共下水道への切替え、家屋解体に伴い、浄化槽の廃止工事を行う場合、浄化槽清

掃業者に最終清掃を依頼し、「浄化槽最終清掃日通知書」の写しを工事申込み時に提

出すること。不用になった浄化槽は原則として撤去（掘り起し）すること。工事完成

時には、検査書類とともに「浄化槽使用廃止届出書」を提出すること。 

・注意事項 

(ｱ) 浄化槽は、し尿及び汚泥を完全に汲取り、清掃後に撤去すること。 

(ｲ) 埋戻しの際には、良質土を用い、十分な転圧を行い、不等沈下のない 

ように施工すること。 
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(ｳ) プラスチック及びコンクリートガラなどの廃棄物は、『廃棄物の処理及

び清掃に関する法律』に従って適切に処理すること。 

9. 汲取り便所の改造工事 

 汲取り便所を水洗便所に改造する場合は、工事申込み時に「下水道つなぎ込み工事

に係る最終清掃日通知書（し尿くみ取り用）」を提出し、便槽内のし尿をきれいに汲

取ること。 

 その後、不用になった便槽は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 16 条（投棄

禁止）の適用を受けるため適切に撤去し、将来にわたって衛生上問題のないように処

置すること。 

・注意事項 

(ｱ)便槽撤去後の埋戻しが不完全な場合、不等沈下が生じ、結果、排水管が 

破損し水漏れが生じるので注意して施工すること。 

(ｲ) 便槽の残材及びがれきなどは、産業廃棄物として適切に処理すること。 
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第 ５ 章  材 料 器 具 

第２５条  （材料器具） 

排水設備に使用する材料は、規格品又は本市が使用について指定承認したものとす

る。 

[解説] 

排水設備に使用する材料及び器具は、長期間にわたる機能の確保という見地から選

定することが必要であり、併せて、それらの施工性、経済性及び安全性についての配

慮が必要である。 

1. 材料及び器具の選定基準 

一般的に、次の事項を考慮して決定する。 

・ 長期間の使用に耐えるように強度や劣化等の変化のないこと。 

・ 維持管理、清掃等が容易であること。 

・ 設置する場所の環境（地中、水中、大気中等）に適応していること。 

・ 汎用性があり、経済的で安全性等が高いこと。 

規格品とは以下を指す。

ＪＩＳ  ： 日本産業規格

ＪＳＷＡＳ ： 日本下水道協会規格

ＳＨＡＳＥ ： 空気調和・衛生工学会規格

2. 材料の承認について 

排水設備工事に伴い、指定承認されていない特殊継手及び排水ヘッダーなどを使用

する場合には、「使用材料の承認に関する取扱要綱」に基づき事前に材料承認申請書を

管理者に提出し、使用承認の通知を受けること。ただし、管理者が必要ないと認めた場

合については、この限りではない。 

 指定承認された材料については、排水設備使用承認材料一覧表を営業課にて配布して

いるので参照すること。 
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付表１ 関係提出書類一覧表

適用様式（補足事項） ※ 掲載頁

95
96

施行規程第9条第1項 ◎ 97
給水装置 98
排水設備 99

施行規程第2条 △ 100
環境省関係浄化槽法施行規則
第9条の5

△ 101

岐阜市環境部指定様式 △ 102

岐阜市環境部指定様式 △ 103

施工基準 △ 104

施工基準（市道） ○ 105

道路占用許可条件書第5条
（県道）

○ 106

施工基準 △ 107
岐阜市道路管理者指定様式 △ 108

給水装置

排水設備

給水装置

排水設備

施工基準 ○ 111
施行規程第5条

岐阜市公共下水道の特別使用
許可に関する取扱要綱

施行規程第9条

岐阜市ディスポーザー排水

処理システム取扱要綱

施行規程第9条

岐阜市直接投入型ディスポー

ザー取扱要綱

△

△

△

道路取付管設置工事等 △

既設排水設備工事設計書 △

△

岐阜市指定管工事協同組合用 △

△

特殊な排水設備用具を使用
する場合

△

△

△ －

工事完成届 施行規程第11条第2項 ○ 110

△

△

－

－

誓約書

維持管理承諾届出書

直接投入型ディスポーザー新設・変更届出書

直接投入型ディスポーザー廃止届出書

誓約書

添

付

書

類

等

ディスポーザー排水処理システム新設
・変更届出書
ディスポーザー排水処理システム廃止届出書

維持管理業務委託契約確約書

岐阜市公共下水道特別使用に係る土地の
申告書
委任状

利害関係人等の同意書

建築確認済証又は申請受理書(写)

材料庫出調書

念書又は誓約書等

品質確認証明書等(又は写)

その他管理者が提出を求めるもの

提

出

書

類

排水工事自社完成検査

公共下水道の特別使用許可申請書

工事申込書及び施行承認申請書取下届

－

委任状

排水設備工事設計書(写)

岐阜市下水道台帳(写)

既設状況図面(写)

道路占用許可取り下げ届

使用開始届 施行規程第3条第1項 ○ 109

下水道つなぎ込み工事に係る最終清掃日
通知書（し尿くみ取り用）
舗装復旧計画書

道路占用工事 道路復旧工事 道路自費工事
に関する工事の完了届（市道）

工事完了届（県道）

△

工事申込書及び施行承認申請書

浄化槽最終清掃日通知書

◎

代理人又は管理人選定届

浄化槽使用廃止届出書

名　　称

雨水放流許可申請書

雨水放流面積図
施行規程第6条

工事設計書 施行規程第11条第1項

◎：申し込み時の必須提出書類

※ ○：着手後の必須提出書類

※ △：必要に応じて提出又は添付
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                        （施工基準第 9条関係） 

様式第 8号（第 6条関係） 

  年  月  日

雨 水 放 流 許 可 申 請 書

(あて先) 岐阜市水道事業及び下水道事業管理者

住所           

申請者              

氏名          

（ 法 人 名 ）

（ 電 話 番 号 ）

 岐阜市下水道条例第8条第1項ただし書及び岐阜市下水道条例施行規程第6条の規定により、当

事業場から排出される雨水を排水設備によって汚水管に放流する許可を受けたいので申請しま

す。

 なお、岐阜市下水道条例及び岐阜市下水道条例施行規程を遵守することを確約します。

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地 岐阜市

雨 水 放 流 面 積 m2

雨 水 放 流 面 積 図 様式第9号のとおり

雨 水 放 流 の 理 由
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                          （施工基準第 9条関係） 
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（施工基準第 10 条関係） 

様式第 1号 
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（施工基準第 10 条関係） 

様式第 2号 

（表面） 
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                     （施工基準第 10条関係） 

様式第 2号 

（裏面） 
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                         （施工基準第 10条関係） 

様式第 4号 



関係提出書類 
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              （施工基準第 10条関係） 



関係提出書類 

- 102 -

                          （施工基準第 10条関係） 



関係提出書類 
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                          （施工基準第 10条関係） 

岐 阜 市 提 出 用

下水道つなぎ込み工事に係る最終清掃日
通知書（し尿くみ取り用）

　　年　　月　　日

（あて先）岐阜市長

申　請　者　住　所

（指定工事店）氏名

フ  リ  ガ  ナ 電話

依 頼 者 氏 名

依 頼 者 住 所

施 設 の 名 称

設  置  場  所

最終清掃予定日

担　当　環境部　環境二課

※工事申込書・施工承認申請書とともに岐阜市上下水道事業部へ提出してください。

（　　　）　 　　―

（依頼者氏名と同じ場合は記入不要）

（依頼者氏名と同じ場合は記入不要）

令和　　　年　　　月　　　日
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                            （施工基準第 13条関係） 

様式第 1号 

（自社復旧用）

舗 装 復 旧 計 画 書

年  月  日

岐阜市水道事業及び下水道事業管理者

上下水道事業部長        様

許 可 番 号

工 事 施 工 場 所   岐阜市      

申 込 者 氏 名

上下水取出し工事日        年   月   日

緊急時の連絡先  

 舗装本復旧が完了するまでは、定期的に巡視を行い、第三者に対する災害が発生しな

いよう事故防止に努めます。

 苦情・事故等が発生した場合は、迅速に処理いたします。

 舗装本復旧の完了後、一週間以内に工事写真を提出いたします。

 上記事項について、遵守いたします。

     年   月   日

           指定工事店名

舗装本復旧日（予定日）      年   月   日
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                            （施工基準第 13条関係） 

様式第 2号 
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                          （施工基準第 13条関係） 

第８号様式（第５条関係）

工  事  完  了  届 
年  月  日 

岐阜土木事務所長 様 

住 所 

氏 名             

法人にあっては名称 

及び代表者氏名  

                           (電 話) 

承認 

   年  月  日付け岐阜県指令    第   号   で    を受けた 

道路                             許可 

   工事は、次のとおり完了したので届け出します。          

 占用 

記 

工 事 の 場 所

   市  町        丁目 

       大字               番地先 

   郡  村        字 

    国 

     道          線 

    県 

工 事 の 目 的

承認 
  に係る工事期間
許可 

   年   月   日から   年   月   日まで 

工 事 完 了 年 月 日    年   月   日 

工 事 の 記 録 別添記録写真のとおり 

                               第     号 

上記の工事については、完了したものと認めます。 

年   月   日 

 岐阜土木事務所長           印 

注 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

    ２ 完了届は、２部提出すること。 

様



関係提出書類 

- 107 -

                            （施工基準第 14条関係） 

様式第 3号 

（あて先）岐阜市水道事業及び下水道事業管理者

申請者 住所

氏名

電話 （ )

金融機関名 支店名

預金種目 口座番号

カナ

漢字

決裁日

返       金      額 　　　円

返　     金　    先

課　　長 管　理　監 係　　長 課　　員

取　下　げ　理　由

工 事 施 工 業 者
　住所

　名称

　　　年　　　月　　　日

口座名義人

工 事 施 工 場 所 　岐阜市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

併せて、工事検査手数料の返金を依頼します。

工事申込書及び施行承認申請書取下届

 　　　年　　　月　　　日

　　下記の申請を取下げしますのでお届けします。

申　請　年　月　日 　　　年　　　月　　　日　　受付
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                          (施工基準第 15条関係) 

様式第 5号の 2 
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                      （施工基準第 15 条関係） 

様式第 3号 
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                            （施工基準第 15条関係） 

様式第 4号 



-112 - 

関係条例・規程等 

 岐阜市下水道条例 

 岐阜市下水道条例施行規程 

 岐阜市下水道排水設備指定工事店規程 

 岐阜市道路占用規則  

 岐阜市水洗便所改造等工事助成規程 

関係法令 

 下水道法 

 下水道法施行令 

 下水道法施行規則 

 建築基準法

 建築基準法施行令

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令

 建築基準法に基づく告示

 ダイオキシン類対策特別措置法施行令

 水質汚濁防止法施行令

関係要綱 

 岐阜市公共下水道の特別使用許可に関する取扱要綱

 岐阜市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱    

 岐阜市直接投入型ディスポーザー取扱要綱  
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